
地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立

―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―

菅

原

憲

二

は
じ
め
に

本
稿
は
近
世
後
期
の
田
辺
藩
城
下
の
町
方
（
武
家
町
を
除
く
）
を
対
象
に
、
城
下
町
を
構
成
し
て
い
る
個
々
の
町
人
町
に
お
け
る

町
方
文
書
の
成
立
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ

城
下
町
を
構
成
す
る
個
々
の
町
に
は
、
町
方
文
書
は
伝
存
し
な
い
。
ま
た
城
下
町
に
は
そ
の
運
営
に
関
わ
る
マ
チ
会
所
は
存
在
す

る
が
、
個
々
の
町
に
は
チ
ョ
ウ
会
所
は
存
在
し
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
、
か
つ
て
別
の
機
会
に
論
じ
た
こ
と
が
あ（

１
）る。
前
者
に
つ
い

て
は
、
乏
し
い
研
究
調
査
の
過
程
で
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
筆
者
は
丹
後
田
辺
藩
の
城
下
町
を
構
成
し
て
い
た
平
野
屋
町
と
竹
屋
町
に
は
近
世
期
の
町
方
文
書
が
町
有
屋
敷
（
現
集

会
所
）に
伝
存
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
京
都
府
舞
鶴
市
平
野
屋
町
の
集
会
所
に
は
七
七
一
点（
デ
ー
タ
件
数
）の
古
文
書（

２
）が、

同
竹
屋
町
の
集
会
所
に
は
三
六
二
一
点
（
同
じ
く
デ
ー
タ
件
数
）
の
古
文
書
が
伝
存（

３
）し、
こ
れ
ら
は
一
部
を
除
き
最
近
同
市
の
指
定

文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

（６９）



チ
ョ
ウ

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
近
世
以
来
の
古
文
書
が
如
何
に
し
て
「
町
」
の
文
書
（
町
方
文
書
）
と
し
て
成
立
し
、
伝
存
し
て
き
た
か

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
都
や
堺
な
ど
の
よ
う
に
、
個
々
の
町
に
チ
ョ
ウ
会
所
が
あ
り
、
惣
町
に
マ
チ
会
所
が
あ
っ
た
「
自

治
」
の
伝
統
を
誇
る
近
世
都
市
と
は
異
な
っ
た
形
で
、
城
下
町
の
町
人
達
が
都
市
の
運
営
に
関
わ
っ
て
き
た
あ
り
か
た
と
、
そ
の
特

質
を
考
察
す
る
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
家
あ
る
い
は
村
や
町
な
ど
の
地
域
社
会
、
あ
る
い
は
社
会
集
団
に
な
ぜ
文
書
が
残
っ
て
い
る
の（

４
）か。

そ
れ
は
地
域
や

な
り
た
ち

集
団
の
成
立
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
構
成
員
に
認
識
さ
れ
、
も
し
災
害
な
ど
非
常
事
態
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
家
、
地
域
、

あ
る
い
は
集
団
の
構
成
員
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
て
き
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

近
世
田
辺
城
下
で
は
、
以
下
に
の
べ
る
よ
う
に
田
辺
城
下
成
立
以
来
の
惣
町
方
の
相
互
依
存
関
係
が
あ
り
、
そ
の
惣
町
方
運
営
の

延
長
線
上
に
個
々
の
町
政
の
出
発
点
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
筆
者
は
、
一
八
世
紀
後
半
に
顕
著
と
な
る
社
会
変
動
が
個
々
の
町
の
機
能

を
目
覚
め
さ
せ
、
町
政
を
展
開
さ
せ
る
に
至
る
と
考
え
て
い（

５
）る。

平
野
屋
、
竹
屋
の
両
町
集
会
所
に
は
近
世
期
か
ら
の
町
有
文
書
が
伝
存
し
て
お
り（
竹
屋
町
に
あ
っ
て
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
）、

こ
れ
自
体
が
か
つ
て
の
城
下
町
を
構
成
す
る
町
と
し
て
は
希
有
の
事
例
に
属
す
る
。
と
く
に
竹
屋
町
で
は
現
用
の
自
治
会
文
書
を
除

き
、
非
現
用
と
な
っ
て
い
る
文
書
類
は
い
ま
で
も
集
会
所
の
倉
庫
に
大
切
に
保
管
さ
れ
、
ま
も
な
く
全
部
が
舞
鶴
市
の
指
定
文
化
財

と
な
る
筈
で
あ
る
（
二
〇
一
四
年
度
は
一
部
の
み
）。
竹
屋
町
文
書
は
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
竹
屋
町
の
町
有
文
書

と
し
て
伝
存
し
て
き
た
の
か
。

竹
屋
町
文
書
の
う
ち
、
近
世
期
の
文
書
は
「
紀
元
二
千
五
百
三
十
三
」（
一
八
七
三
年
（
明
治
六
））
の
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
文

書
簞
笥
に
入
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
（
現
在
も
残
っ
て
い
る
抽
出
の
貼
紙
参
照
）。
こ
の
文
書
簞
笥
が
作
製
さ
れ
た
と
き
、

千
葉
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竹
屋
町
に
は
町
有
屋
敷
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
現
集
会
所
は
一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
に
「
長
い
間
集
会
所
が
な
い
こ
と
を
遺

憾
に
思
っ
て
い
た
」
竹
屋
町
が
組
長
集
会
を
経
て
、
長
年
の
課
題
を
果
た
す
た
め
に
資
金
繰
り
を
し
て
町
屋
敷
を
購
入
、
改
築
し
た

も
の
で
あ
る
（『
竹
屋
目
録
』
近
代
Ｅ－

１：

１８９
）。
そ
の
集
会
所
に
よ
う
や
く
文
書
簞
笥
が
居
所
を
得
た
の
で
あ
る
。
同
じ
田
辺
城

下
の
平
野
屋
町
は
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
八
月
に
現
集
会
所
を
町
有
屋
敷
と
し
て
購
入
し
、
そ
の
証
拠
文
書
で
あ
る
売
券
を
大

切
に
保
存
し
て
き（

６
）た。

そ
の
集
会
所
の
長
持
に
平
野
屋
の
町
方
文
書
は
伝
存
し
て
い
た
と
い
う
（
こ
の
集
会
所
が
チ
ョ
ウ
会
所
で

あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
）。
ま
た
隣
町
の
丹
波
町
に
も
集
会
所
が
あ
り
、
そ
の
成
立
は
近
代
初
期
と
い
う

（
た
だ
し
町
有
文
書
の
伝
存
に
つ
い
て
は
現
在
調
査
中
で
あ
る
）。
城
下
町
を
構
成
す
る
町
に
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
集
会
所
（
会

所
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
が
）
が
設
立
さ
れ
、
そ
こ
に
町
有
文
書
が
伝
存
さ
れ
た
の
は
、
近
世
田
辺
城
下
の
成
立
以
来
の
町
方
運
営

の
蓄
積
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
京
都
や
堺
な
ど
の
チ
ョ
ウ「
自
治
」の
伝
統
の
長
い
都
市
と
比
べ
れ
ば
決
し
て
早
い
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
例
自
体
が
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
城
下
町
田
辺
の
平
野
屋
町
、
竹
屋
町
な
ど
の
先
人
達
が
如
何
に
し
て
町

有
文
書
を
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
扱
っ
て
き
た
の
か
、
そ
の
歴
史
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
は
一
定
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に

は
、
近
代
以
降
県
庁
所
在
地
と
な
っ
て
政
治
的
主
導
で
近
代
都
市
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
た
多
く
の
城
下
町
と
は
違
っ
た
歴
史
の
可
能

性
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
。

第
一
章

マ
チ
会
所
成
立
以
前
の
月
行
司
文
書

京
都
な
ど
の
「
自
治
」
の
伝
統
の
長
い
都
市
に
お
い
て
は
、
都
市
の
重
層
的
構
造
に
対
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て

（７１）
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立
―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



共
有
文
書
が
あ
る
。
チ
ョ
ウ
文
書
が
あ
り
、
組
町
文
書
が
あ
り
、
惣
町
中
文
書
が
あ
る
。
チ
ョ
ウ
文
書
は
チ
ョ
ウ
会
所
に
伝
存
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
組
町
、
惣
町
中
文
書
は
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
固
定
し
た
会
所
的
空
間
が
な
か
っ
た
た
め
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
伝

存
し
て
い
な
い
。
町
有
文
書
の
な
か
に
時
期
が
分
散
し
て
伝
存
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。
京
都
上
京
立
売
親
八
町
組
文
書
は
そ

の
一
部
が
現
在
京
都
国
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
が
、
伝
存
の
母
体
と
な
っ
た
組
織
は
消
滅
し
た
よ
う
で
個
人
に
委
任
さ
れ
て

い
た
。
上
京
、
下
京
レ
ベ
ル
の
惣
町
文
書
は
そ
の
明
確
な
所
在
は
不
詳
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
一
部
と
思
わ
れ
る
文
書
群

が
朝
尾
直
弘
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い（

７
）る。

京
都
の
惣
マ
チ
文
書
の
性
格
を
持
つ
町
代
惣
会
所
の
文
書
は
こ
れ
ま
た
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
伝
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
西

陣
組
町
代
で
あ
っ
た
古
久
保
家
文
書
に
は
、
町
奉
行
所
の
町
代
部
屋
の「
日
記
」、「
御
触
留
」等
と
し
て
相
当
量
が
伝
わ
っ
て
い（

８
）る。

そ
の
ほ
か
、
城
下
町
レ
ベ
ル
で
は
マ
チ
会
所
文
書
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
（
中
津
、
松
山
な（

９
）ど）、

城
下
町
を
構
成
す
る
個
々
の

チ
ョ
ウ
の
文
書
の
確
認
事
例
は
寡
聞
に
し
て
事
例
を
知
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
筆
者
は
、
二
〇
〇
一
年
に
舞
鶴
市
の
平
野
屋
町
、
竹
屋
町
の
集
会
所
で
、
近
世
以
来
の
町
有
文

書
に
接
す
る
僥
倖
に
恵
ま
れ（

１０
）た。
両
町
方
文
書
に
は
そ
の
伝
存
状
況
に
共
通
点
と
相
違
点
が
あ
る
。

表
１
に
よ
れ
ば
、
両
町
と
も
に
、
年
代
明
記
分
で
は
近
世
期
（
便
宜
一
八
七
二
年
ま
で
と
す
る
）
の
文
書
の
ほ
と
ん
ど
は
一
八
世

紀
後
半
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
一
八
世
紀
末
頃
か
ら
一
紙
文
書
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
両
町
の
相
違
が
際
立
つ
の
は
、
平
野
屋
町
に
は
一
八
世
紀
前
半
以
前
の
文
書
が
伝
存
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う

に
寛
永
期
か
ら
推
定
享
保
期
（
一
七
世
紀
〜
一
八
世
紀
前
半
）
に
か
け
て
の
文
書
が
あ
る
。
本
稿
で
は
先
ず
こ
の
竹
屋
町
に
は
な
い

平
野
屋
の
早
い
時
期
の
文
書
の
性
格
に
つ
い
て
の
検
討
か
ら
始
め
る
。
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表１ 竹屋・平野屋の文書の年代構成

竹 屋 町 平 野 屋 町

計 冊子 それ以外 計 冊子 それ以外

寛永年間
元禄年間
正徳
享保
元文
寛保
延享
宝暦
明和
安永
天明
寛政
享和
文化
文政
天保
弘化
嘉永
安政
万延
文久
元治
慶応
明治２～５

４
３
９
４
１１
１６
２４
６８
１５
１００
１６１
２２４
４８
１０５
４８
１２
３３
６
４０
７１

３
３※
６
３
１０
１１
１０
１８
２
４０
７３
６８
２２
３１
２１
３
１３
０
１６
３３

１
０
３
１
１
５
１４
５０
１３
６０
８８
１５６
２６
７４
２７
９
２０
６
２４
３８

１
１１
１
４
０
３
１
１
１０
５
７
２３
１４
４５
３８
１１４
３９
１００
６８
１８
２４
３
２７
８

１
２
１
３
１

２０
１４
２５
１５
５
８
１
１４
５

１
１１
１
４

３
１
１
９
３
６
２０
１３
４５
３８
９４
２５
７５
５３
１３
１６
２
１３
３

※稲荷社再建、御用留

■一紙文書の主な内容
竹屋
送り状 安永８年（１７７９）～明治５年（１８７２） ２７６点
借家請状 文化７年（１８１０）～慶応４年（１８６８） ３２点

平野屋
送り状 寛政元年（１７８９）～元治２年（１８６５） ２４４点
借家請状 明和４年（１７６７）～嘉永６年（１８５３） １８点

■冊子特に触留の伝存状況
竹屋町 天保８年（１８３７）以降連続
平野屋町 天保１３年（１８４２）以降継続

（７３）
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第
一
節

マ
チ
会
所
成
立
以
前
の
月
行
司
文
書

―
平
野
屋
町
文
書
を
素
材
と
し
て
―

結
論
か
ら
言
え
ば
、
推
定
を
含
め
て
一
八
世
紀
前
半
ま
で
の
平
野
屋
町
文
書
一
七
点
は
、
平
野
屋
町
の
町
方
文
書
と
は
言
い
難
い

の
で
あ
る
。
後
掲
の
﹇
史
料
一
﹈﹇
史
料
二
﹈﹇
史
料
三
﹈
を
除
く
一
四
点
は
田
辺
城
下
全
体
の
祭
礼
で
あ
る
朝
代
神
社
祭
礼
に
関
わ

る
も
の
（
祭
礼
行
列
の
次
第
書
な
ど
）
で
あ
り
、
近
世
前
期
の
城
下
町
祭
礼
の
有
り
様
を
検
証
し
う
る
重
要
な
史
料
で
あ（

１１
）る。

そ
し

て
そ
れ
ら
全
て
が
月
行
司
作
成
（
記
載
の
な
い
も
の
二
点
も
そ
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
）
で
あ
る
。

月
行
司
と
は
城
下
町
田
辺
で
は
本
町
（
地
子
御
免
町
九
ヵ
町
）
の
年
寄
が
月
番
で
都
市
運
営
に
関
与
す
る
役
職
で
あ（

１２
）る。
そ
の
成

立
は
一
七
世
紀
末
か
と
推
測
す（

１３
）る。

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
設
置
さ
れ
る
惣
年
寄
が
登
場
す
る
ま
で
、
田
辺
町
方
を
代
表
す
る

運
営
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。

ま
ず
本
節
で
検
討
す
る
﹇
史
料
一
﹈
〜
﹇
史
料
三
﹈
は
朝
代
神
社
祭
礼
に
は
関
係
の
な
い
文
書
で
あ
る
。

﹇
史
料
一
﹈
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
六
月
二
〇
日

（『
平
野
屋
目
録
』
８－

３８
）

借
用
仕
御
運
上
銀
事

合
参
百
八
拾
匁
也

右
者
町
中
へ
去
年
御
か
し
被
成
候
竹
や
町
分
御
米
之
銀
、
市
右
衛
門
手
前
ニ
当
座
御
さ
な
く
候
ニ
付
我
等
共
申
上
、
肴
札
ノ
御

運
上
銀
借
用
仕
候
、
七
月
中
ニ
我
等
市
右
衛
門
相
立
可
申
候
、
若
と
ゝ
こ
を
り
申
候
者
、
市
右
衛
門
家
我
等
方
へ
し
ち
物
ニ
取
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置
申
候
而
急
度
う
り
た
て
、
銀
子
此
連
判
之
者
共
相
た
て
可
申
候
、
仍
如
件

寛
永
拾
四
年

六
月
廿
日

本
町

忠
右
衛
門
（
花
押
）

平
ノ
町惣

兵
衛
（
花
押
）

し
よ
く
人
町

徳
左
衛
門
（
花
押
）

寺
内
町七

右
衛
門
（
花
押
）

新
町

角
兵
衛
（
花
押
）

同

九
右
衛
門
（
花
押
）

う
お
や
町さい

け
ん
（
花
押
）

同

利
右
衛
門
（
花
押
）

堀
池
次
兵
衛
様

こ
ん
や
町弥右

衛
門
（
花
押
）

（７５）

地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



﹇
史
料
二
﹈
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
一
二
月

（『
平
野
屋
目
録
』
８－

３４
）

差
上
申
御
請
状
之

今
度
従
当
町
中
銀
札
拝
借
奉
願
候
処
、
無
相
違
被
仰
付
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
上
者
若
御
所
替
、
又
者
如
何
様
之
儀
御
座

候
而
銀
札
請
返
し
申
儀
御
座
候
者
、
町
中
拝
借
之
銀
高
何
時
ニ
而
も
可
被
仰
付
候
、
毛
頭
無
滞
早
速
請
返
可
申
候
、
且
又
町
内

�
銀
上
納
仕
置
候
儀
御
座
候
分
者
差
引
仕
、
残
分
無
相
違
差
上
可
申
候
、
為
後
日
町
年
寄
中
連
判
之
御
請
状
、
仍
如
件

元
禄
九
丙
子
年
十
二
月
廿
八
日

田
辺
職
人
町
年
寄

甚

助
（
印�
）

同
本
町
年
寄

惣
右
衛
門
（
印�
）

同
魚
屋
町
年
寄清

兵

衛
（
印�
）

同
丹
波
町
年
寄三

郎
右
衛
門
（
印�
）

同
平
ノ
屋
町
年
寄

五
郎
左
衛
門
（
印�
）

同
竹
屋
町
年
寄与

市
左
衛
門
（
印�
）

同
吉
原
町
年
寄五

郎
左
衛
門
（
印�
）

同

長
右
衛
門
（
印�
）
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同
寺
内
町
年
寄仁

左
衛
門
（
印�
）

同
新
町
年
寄

九

兵

衛
（
印�
）

同
堀
上
町
年
寄勘

兵

衛
（
印�
）

同
紺
屋
町
年
寄与

右
衛
門
（
印�
）

同
西
町
年
寄

理
右
衛
門
（
印�
）

同
引
土
新
町
年
寄

庄
右
衛
門
（
印�
）

同
朝
代
町
年
寄清

兵

衛
（
印�
）

同
引
土
町
年
寄佐

兵

衛
（
印�
）

同
大
内
町
年
寄佐

二
兵
衛
（
印�
）

中
嶋
治
太
夫
様

山
田
忠
右
衛
門
様

（７７）

地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



﹇
史
料
三
﹈
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
九
月

（『
平
野
屋
目
録
』
８－

３７
）

差
上
申
一
札
之
事

一
京
都
江
登
り
荷
物

殿
様
御
家
中
町
方
共
ニ
、
荷
物
并
金
銀
入
之
書
状
と
も
ニ
無
相
違
さ
き
〳
江〵
相
届
可
申
上
候
、
若
滞
義
御
座
候
ハ
ゝ
、
右
連

判
之
者
と
も
吟
味
仕
、
急
度
わ
き
ま
へ
、
先
様
へ
御
そ
ん
か
け
申
間
鋪
候
事

一
魚
荷
物
京
都
と
い
や
へ
付
、
仕
切
金
銀
符
之
通
持
参
致
、
魚
荷
主
へ
無
相
違
早
�
相
渡
シ
可
申
候
事

一
魚
屋
町
長
平
、
朝
代
町
八
兵
衛
、
此
弐
人
今
度
京
都
へ
登
り
申
候
節
、
京
宿
願
申
上
、
（
細
ノ
誤
ヵ
）

委
納
被
為
仰
付
候
義
相
背
、
外
宿
へ

参
、
御
用
等
も
相
背
申
ニ
付
、
其
町
�
江
御
預
ヶ
被
為
成
、
京
通
之
中
間
�
番
等
相
勤
、
迷
惑
仕
ニ
付
、
町
年
寄
中
頼
、
御
断

申
上
候
得
ハ
御
赦
免
被
為
成
、
有
難
奉
存
候
、
此
上
ハ
銘
�
中
間
の
者
共
重
而
京
都
江
罷
上
り
申
候
共
、
御
屋
敷
江
も
早
�
御

案
内
仕
、
宿
之
義
も
丹
波
屋
五
兵
衛
方
へ
伺（
候
）

公
可
仕
候
、
已
来
之
儀
少
も
相
背
申
間
敷
候
、
も
し
被
為
仰
付
候
御
意
相
背
候

ハ
ゝ
い
か
様
ニ
も
急
度
可
被
為
仰
付
候
、
其
時
一
言
之
御
断
申
上
間
敷
候
、
為
其
連
判
中
間
よ
り
手
形
差
上
ヶ
申
候
、
為
後
日

一
札
如
件

魚
屋
町庄

兵
衛
（
印
）

太
兵
衛
（
印
）

元
禄
拾
五
年

市
兵
衛
（
印
）

午
ノ
九
月
廿
六
日

庄
三
郎
（
印
）
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加
太
夫
（
印
）

松
右
衛
門
（
印
）

長

平
（
印
）

よ
し
原長

兵
衛
（
印
）

○
以
下
五
九
名
連
名
連
印
略
す
。

大
内
町嘉

兵
衛
（
印
）

〆
六
拾
八
人

右
之
通
申
上
候
処
ニ
、
此
度
ハ
無
別
条
御
赦
免
被
仰
付
候
上
ハ
、
自
今
以
後
町
�
に
て
切
�
致
吟
味
、
被
仰
付
候
通
少
も
違
背
為

致
申
間
敷
候
、
為
後
日
判
形
仕
差
上
ヶ
申
候
、
以
上

魚
屋
町
年
寄清

兵
衛
（
印
）

午
ノ
九
月
廿
六
日

丹
波
町
年
寄

三
郎
右
衛
門
（
印
）

平
野
屋
町
年
寄

五
郎
左
衛
門
（
印
）

竹
屋
町
年
寄

与
市
左
衛
門
（
印
）

職
人
町
年
寄甚

助
（
印
）

（７９）

地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



寺
内
町
年
寄仁

左
衛
門
（
印
）

新
町
年
寄

九
兵
衛
（
印
）

堀
ノ
上
町
年
寄

与
兵
へ
（
印
）

紺
屋
町
年
寄善

右
衛
門
（
印
）

西
町
き
も
入利

右
衛
門
（
印
）

引
土
新
町
き
も
入

庄
右
衛
門
（
印
）

朝
代
町
き
も
入

与
右
衛
門
（
印
）

引
土
町
き
も
入

左
兵
衛
（
印
）

大
内
町
年
寄市

右
衛
門
（
印
）

本
町
年
寄

月
行

惣
右
衛
門
（
印
）

山
田
忠
右
衛
門
様

中
嶋
次
太
夫
様
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﹇
史
料
一
﹈
は
、
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）、
ま
だ
藩
主
が
京
極
氏
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
竹
屋
町
（
市
右
衛
門
は
町
の
代
表

者
で
あ
ろ
う
）
が
拝
借
し
た
米（

１４
）の代
銀
が
支
払
え
な
い
た
め
、「
肴（

１５
）札」
の
運
上
銀
を
領
主
側
か
ら
一
時
的
に
借
用
す
る
内
容
の
証

文
で
あ
る
。
こ
の
竹
屋
町
の
借
銀
に
つ
い
て
連
署
し
て
保
証
し
た
の
は
本
町
、
平
野
屋
町
、
寺
内
町
、
新
町
、
魚
屋
町
、
紺
屋
町
の

代
表
者
で
あ
る
。
何
れ
も
地
子
御
免
町（
本
町
）で
あ
り
、
い
わ
ば
田
辺
惣
町
中
と
し
て
個
別
町
の
債
務
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

﹇
史
料
二
﹈
も
﹇
史
料
一
﹈
と
同
様
領
主
側
か
ら
職
人
町
以
下
一
六
ケ
町
が
銀
札
を
借
用
し
た
と
き
の
証
文
で
あ
る
。
領
主
は
牧

野
氏
（
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
京
都
所
司
代
で
あ
っ
た
牧
野
親
成
が
入
封
）
に
替
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
地
子
御
免
町
と
地
子

町
併
せ
て
一
六
ケ
町
の
全
て
の
町
の
代
表＝

年�

寄�

中�

が
連
署
し
て
「
町
中
」
と
し
て
相
互
に
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
七
世
紀
の
田
辺
町
方
は
個
別
町
と
し
て
、
あ
る
い
は
惣
町
と
し
て
領
主
側
か
ら
借
銀
す
る
と
き
は
、
常
に
惣
町
と
し
て
の
保
証

が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
惣
町
と
個
々
の
町
が
ま
だ
一
体
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

﹇
史
料
三
﹈
は
田
辺
と
京
都
間
の
魚
を
含
む
荷
物
や
金
銀
書
付
な
ど
御
用
と
町
方
の
送
付
を
一
手
に
担
う
京
通
い
（
京
都
へ
の
登

な
か
ま

り
荷
物
）
人
足
中
間
二
人
が
、
藩
が
指
定
し
た
京
宿
に
荷
物
を
届
け
ず
他
宿
に
届
け
、
藩
の
御
用
に
背
い
た
事
件
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
件
は
実
は
近
世
を
通
じ
て
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
の
こ
の
史
料

は
現
段
階
で
は
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
あ（

１６
）る。

魚
屋
町
の
長
平
と
朝
代
町
の
八
兵
衛
が
、
規
定
に
背
い
た
科
で
町
預
け
と
さ
れ
た
が
、
町
年
寄
中
が
頼
ん
で
漸
く
赦
免
さ
れ
た
。

こ
の
と
き
の
連
署
者
は
処
罰
当
事
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
京
通
い
人
足
中
間
全
員
と
推
測
さ
れ
、
魚
屋
町
八
人
、
同
じ
く
丹

波
町
一
五
人
、
平
野
屋
町
一
二
人
、
竹
屋
町
三
人
、
寺
内
町
二
人
、
職
人
町
、
新
町
、
堀
ノ
上
町
各
一
人
、
紺
屋
町
七
人
、
西
町
一

〇
人
、
引
土
新
町
四
人
、
朝
代
町
三
人
、
大
内
町
一
人
の
計
六
八
人
で
あ
る
。

（８１）

地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



今
後
は
京
都
へ
の
登
り
荷
物
に
つ
い
て
法
度
に
背
か
ず
、
藩
の
屋
敷
へ
の
報
告
と
京
宿
丹
波
屋
五
兵
衛
へ
宿
泊
を
す
る
旨
の
誓
約

は
、
中
間
だ
け
の
詫
び
言
で
は
完
結
し
て
い
な
い
。
奥
書
に
あ
る
よ
う
に
、
魚
屋
町
以
下
地
子
御
免
町
一
〇
ケ
町
の
年�

寄�

と
地
子
町

五
ケ
町
の
肝�

煎�

が
以
後
法
度
に
違
背
さ
せ
な
い
旨
を
連
判
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
田
辺
惣
町
中
の
保
証
が
あ
っ
て
、
赦
免

が
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
こ
の
惣
町
の
末
尾
に
本
町
（
地
子
御
免
町
）
年
寄
惣
右
衛
門
が
月
行
司
と
し
て

署
名
印
判
を
捺
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。﹇
史
料
一
﹈、﹇
史
料
二
﹈
で
は
月
行
司
は
連
署
に
加
わ
っ
て
は
い
な
い
。
本
文
書
は
田
辺

城
下
で
対�

領�

主�

と�

の�

関�

係�

で�

月
行
司
が
登
場
す
る
最
初
の
史
料
で
あ
る
。

﹇
史
料
一
﹈
〜
﹇
史
料
三
﹈
は
全
て
田
辺
惣
町
中
が
証
文
の
内
容
を
保
証
す
る
形
で
領
主
側
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
証
文

以
外
の
文
書
は
月
行
司
が
作
成
し
た
朝
代
祭
礼
の
行
列「
次
第
書
」、

物
、
神
輿
舁
き
、
祭
礼
入
用
割
付
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
は
伝
存
し
て
い
た
平
野
屋
町
年
寄
が
月
行
司
を
勤
め
て
い
た
時
で
は
な
く
、
非
番
の
時
の
文
書
が
あ
る
の
で（
本
町
、

魚
屋
町
、
堀
上
町
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
）、
平
野
屋
町
の
一
八
世
紀
前
半
ま
で
の
一
七
点
は
「
月
行
司
文
書
」
と
推
測
で
き
る
。

﹇
史
料
一
﹈
〜
﹇
史
料
三
﹈
の
文
書
が
田
辺
城
下
最
大
行
事
で
あ
る
朝
代
祭
礼
の
運
営
に
も
関
わ
る
月
行
司
作
成
文
書
群
と
一
括
し

て
伝
存
し
て
い
た
事
実
は
、
一
八
世
紀
前
半
ま
で
の
平
野
屋
町
文
書
は
、
月
行
司
が
全
体
と
し
て
管
理
し
て
い
た
文
書
群
の
一
部
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
平
野
屋
町
作
成
の
文
書
が
残
っ
て
い
な
い
な
ら
ば（
作
成
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
）、

す
な
わ
ち
個
々
の
町
方
文
書
が
成
立
す
る
前
に
「
月
行
司
文
書
」
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
つ
の
時
点
か
不
明

だ
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
月
行
司
文
書
が
平
野
屋
町
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
外
の
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
平
野
屋
町
文
書
（
表
１
参
照
）
は
内
容
か
ら
も
作
成
者
か
ら
も
、
町
方
文
書
に
相
応
し
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
平
野
屋
町
文
書
の
内
容
と
年
代
構
成
、
ま
た
後
述
の
竹
屋
町
文
書
の
内
容
と
年
代
構
成
か
ら
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は
、
田
辺
の
個
々
の
町
文
書
は
一
八
世
紀
後
半
に
成
立
す
る
と
い
う
見
通
し
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
七
世
紀
の
田
辺
城
下
町
で
は
、
債
務
の
担
保
や
法
度
の
請
合
は
惣
町
中
の
保
証
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
月
行
司
は
恐
ら
く
祭
礼

の
行
列
次
第
等
の
調
整
者
と
し
て
の
役
割
か
ら
、
そ
の
惣
町
中
の
輪
番
運
営
の
責
任
者
と
し
て
、
一
七
世
紀
末
に
登
場
し
て
く
る
の

で
あ
る
。

第
二
節

マ
チ
会
所
の
成
立
と
月
行
司
文
書

―
月
行
司
箱
と
月
行
司
帳
―

（
一
）

田
辺
城
下
町
で
は
、
月
行
司
の
提
案
と
町
奉
行
所
の
同
意
を
経
て
、
一
八
世
紀
半
ば
の
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
マ
チ
会
所
が

成
立
す
る
。
以
後
マ
チ
会
所
が
町
人
に
よ
る
都
市
運
営
の
中
心
的
空
間
と
し
て
確
立
す
る
。
そ
こ
で
は
月
行
司
が
輪
番
で
詰
め
て
業

務
に
あ
た
る
。
こ
の
マ
チ
会
所
の
設
立
に
竹
屋
町
年
寄
壺
屋
市
左
衛
門
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い（

１７
）た。
そ
の
竹
屋
町
に
伝
存
す

る
近
世
期
の
文
書
は
一
八
世
紀
の
後
半
以
降
で
あ
る
（
表
１
）
こ
と
か
ら
も
、
竹
屋
町
文
書
は
壺
屋
市
左
衛
門
の
時
代
に
始
ま
っ
た

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

壺
屋
市
左
衛
門
（
加
藤
氏
）
は
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
年
寄
に
任
じ
ら
れ
た
。
竹
屋
町
文
書
の
年
代
は
平
野
屋
町
文
書
と
異

な
り
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
現
在
に
到
っ
て
い
る
が
、
そ
の
開
始
は
壺
屋
市
左
衛
門
が
年
寄
勤
役
時
代
以
降
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
の

先
々
代
の
年
寄
塩
屋
新
左
衛
門
の
作
成
し
た
文
書
は
二
点
あ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
内
容
で
は
な
い
（『
竹
屋
目
録
』）。

市
左
衛
門
の
竹
屋
町
文
書
へ
の
最
大
の
功
績
は
、
御
用
留
（
正
確
に
は
「
御
用
表
被
仰
付
之
扣
」
で
あ
る
）
の
作
成
開
始
と
、
マ
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チ
会
所
設
立
に
関
わ
る
多
く
の
文
書
を
残
し
た
点
に
あ
る
。

彼
は
年
寄
役
を
勤
め
た
寛
保
三
年
〜
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
三
冊
の
御
用
留
を
残
し
て
い
る
。
以
後
歴
代
の
竹
屋
町
年
寄
は

自
分
の
手
に
な
る
冊
子
で
（
年
寄
に
よ
っ
て
字
体
は
も
ち
ろ
ん
、
横
帳
か
竪
帳
か
、
そ
の
判
型
も
異
な
る
）
御
用
留
を
残
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
御
用
留
が
現
在
一
部
の
時
期
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
伝
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
代
々
の
年
寄
に
引

き
継
が
れ
、
町
政
の
執
行
に
不
可
欠
の
文
書
と
し
て
使
用
さ
れ
、
現
在
に
到
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
以
下
、
そ
の
御
用
留
を
中

心
に
、
竹
屋
町
の
文
書
や
記
録
は
ど
の
よ
う
に
遣
り
取
り
さ
れ
、
保
存
管
理
さ
れ
て
い
た
の
か
、
検
討
す
る
（
以
下
、
表
２
も
参
照

さ
れ
た
い
）。

通
常
御
用
留
は
、
上
意
下
達
文
書
と
そ
れ
へ
の
対
応
を
記
し
た
い
わ
ゆ
る
「
御
用
」
の
み
な
ら
ず
、
町
（
村
）
方
か
ら
の
要
望
や

願
書
な
ど
の
下
意
上
達
文
書
、
お
よ
び
町
相
互
（
村
相
互
）
の
重
要
事
項
の
連
絡
や
、
町
年
寄
（
名
主
、
庄
屋
な
ど
村
役
人
）
が
職

務
遂
行
に
あ
た
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
簡
潔
に
記
し
た
「
町
用
」（「
村
用
」）
と
い
う
べ
き
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
後
者

も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
竹
屋
町
の
御
用
留
も
同
様
の
傾
向
を
有
す
る
が
、
町
年
寄
が
関
係
者
と
の
遣
り
取
り
で
、
元
の
文

書
が
そ
の
ま
ま
写
し
て
「
留
」
め
ら
れ
て
い
る
事
例
は
、
当
初
は
少
な
い
。

以
下
、
市
左
衛
門
が
残
し
た
「
壱
番
」
の
御
用
留
（
寛
保
三
年
〜
延
享
二
年
（
一
七
四
五
））
か
ら
事
例
を
挙
げ
る
。

上
意
下
達
文
書
で
は
、「
仰
付
」
と
あ
る
も
の
と
、「
仰
付
」
け
ら
れ
た
こ
と
を
町
内
に
触
れ
た
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
る
。

「
廻
状
御
触
書
」
が
回
っ
て
き
た
と
い
う
記
述
は
、
延
享
元
年
四
月
の
「
徳
川
氏
」
を
名
乗
っ
た
山
伏
躰
の
男
（『
御
触
書
宝
暦
集

成
』
一
四
九
一
号
）
の
捕
縛
に
関
す
る
も
の
と
、
同
年
六
月
の
金
銀
吹
替
触
れ
（
こ
れ
は
全
文
を
記
す
、
同
一
二
九
九
号
）
の
み
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
月
行
司
か
ら
伝
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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表２ 竹屋町歴代年寄役一覧

年 代 年寄名（姓または屋号）

明暦（１６５５～１６５８）～寛文８年（１６６８）
寛文８～延宝元年（１６７３）
延宝元～同８年（１６８０）
延宝８～貞享３年（１６８６）
貞享３年～宝永６年（１７０９）
宝永６年～正徳４年（１７１４）
正徳４年～享保５年（１７２０）
享保５年～寛保元年（１７４１）
寛保元年～同３年（１７４３）
寛保３年（１７４３）～安永元年（１７７２）
安永２年（１７７３）～同６年
安永７年（１７７８）～天明４年
天明４年（１７８４）～同７年
天明８年（１７８８）～寛政５年（１７９３）
寛政６年（１７９４）
寛政６年～文化２年（１８０５）
文化３年（１８０６）～文化９年
文化９年（１８１２）～同１１年
文化１１年～同１４年
文化１４年（１８１７）～文政５年（１８２２）
文政５年（１８２２）～天保３年（１８３２）
天保４年（１８３３）～同７年
天保７年（１８３６）～弘化３年（１８４６）
弘化３年（１８４８）～嘉永４年（１８５１）
嘉永４年（１８５１）～万延元年（１８６０）
文久元年（１８６１）～明治５年（１８７２）

与三右衛門
与左衛門
源右衛門（ヵ）
不明

壺屋与一左衛門
木屋太郎左衛門
味噌屋忠兵衛
塩屋新左衛門
塩屋五郎左衛門
●壺屋市左衛門（加藤氏）
太郎兵衛
●太郎左衛門
●壺屋忠兵衛
●市郎兵衛
●吉左衛門
（酒屋）伊右衛門
●（上野）太郎左衛門
●徳次郎
久兵衛
●太郎左衛門
●（池野屋）吉左衛門
●市郎兵衛
●（油屋）久兵衛
●吉左衛門
油屋久兵衛（近藤氏）
上野太郎左衛門

（典拠：竹屋町文書）
●は御用留を残している年寄
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ま
た
奉
行
所
か
ら
仰
せ
付
け
ら
れ
た
重
要
事
項
と
し
て
、
全
容
が
記
さ
れ
た
も
の
は
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
二
月
六
日
の
「
町

方
出
火
」
時
の
駈
付
人
足
の
区
域
割
と
、
同
じ
く
三
月
の
大（

１８
）橋普
請
人
足
お
よ
び
伊
佐
津
川
普
請
人
足
の
割
付
が
あ
る
。
こ
の
二
つ

の
事
項
は
田
辺
惣
町
中
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
「
御
書
付
」
が
別
に
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

﹇
史
料
四
﹈
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
二（

１９
）月（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
様
で
あ
る
）

一
子
二
月
六
日（
町
奉
行
・
郡
奉
行
）

増
山
勘
九
郎
様
、
（
同
）

谷
八
郎
兵
衛
様
江
、
月
行
司
丹
は
や
八
兵
衛
、
寺
内
町
作
左
衛
門
、
竹
屋
町
市
左
衛
門
三
人
被

召
出
候
而
被
仰
付
候
ハ
、
町
方
出
火
之
次
第
、
大
橋
�
東西�

火
之
節
ハ

一
人
足
十
人
寺
内
町
、
十
人
新
町
、
拾
人
堀
上
町
、
十
人
紺
屋
町
、
十
人
西
町
、
五
人
引
土
新
町
、
五
人
朝
代
町
、
十
人
引
土

町
、
〆
七
拾
人

右
年
寄
肝
煎
召
連
、
ま
と
い
梯
子
水
箒
弐
本
つ
ゝ
為
持
罷
出
、
御
奉
行
様
御
差
図
ニ
請
火
防
可
申

一
大
橋
�
西
出
火
之
節

人
足
拾
五
人
竹
屋
町
、
拾
五
人
平
野
屋
町
、
拾
五
人
丹
波
町
、
拾
五
人
魚
屋
町
、
十
人
本
町

〆
七
拾
人

右
年
寄
召
連
罷
出
、

御
奉
行
様
御
下
知
随
い
火
防
可
申
、
尤
梯
子
壱
丁
、
水■
ほ
う
け
弐
本
、
ま
と
い
為
持
可
罷
出
候

一
橋
西
出
火
之
節
ハ
、
鳶
口
、
水
か
わ
こ
、
熊
手
、
真
縄
等
、
御
月
番
郡
方
様
本
町
�
之
出
人
足
受
取
参
、
可
持
参
可�
仕�
事

一
橋
東
出
火
之
節
ハ
、
寺
内
町
出
人
足
郡
方
様
へ
罷
越
、
右
同
断

右
年
寄
付
之
人
足
之
外
、
是
迄
之
通
罷
出
、
尤
町
之
内
組
頭
五
人
之
内
三
人
火
事
場
へ
罷
出
支
配
仕
、
人
足
廻
防
可
申

一
引
土
村
、
伊
佐
津
村
、
倉
谷
村
、
安
久
村
、
円
満
寺
村
、
右
五
ヶ
村
出
火
之
節
、
右
之
通
東
西
共
之
年
寄
肝
煎
人
足
召
連
可
罷
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出
候

一
職
人
町
小
人
数
、
大
内
町
、
吉
原
町
之
儀
ハ
相
隔
居（
候
脱
ヵ
）

申
ヘ
ハ
、
右
人
数
割
へ
ハ
相
除
申
候
、
前
条
之
通
罷
出
相
防
可
申
候

右
之
通
被
仰
付
候
、
尤
御
書
付
別
ニ
有

ま
た
「
書
付
」
を
月
行
司
に
提
出
し
た
も
の
と
し
て
、
田
辺
で
は
年
頭
の
献
上
例
と
な
っ
て
い
る

の
記
録
が
あ
る
。

﹇
史
料
五
﹈
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
三（

２０
）月

丑
三
月

一

壱
斗
一
升
弐
合

受
取

大
串
三三�
百
八本�
拾
本

壱
串
壱
勺
五
才
さ
し

小
串
五
百
五
拾
本

壱
串
壱
勺
さ
し

右
書
付
月
行
司
作
左
衛
門
殿
へ
上
ヶ
置
申
候

此
所
ニ
大
く
し

四
百
本

小
く
し

五
百
廿
本

〆
四
月
廿
六
日
上
納
仕
候

右
御
中
陰
ニ
付
延
引
仕
候
、
以
上

下
意
上
達
文
書
に
当
た
る
も
の
と
し
て
は
町
方
か
ら
の
願
が
あ
る
。
事
例
と
し
て
は
船
の
新
造
願
い
、
毎
年
恒
例
の
魚
地
売
札
の
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下
付
願
い
、
銀
札
通
用
期
限
延
期
願
い
、
毎
年
八
〜
九
月
恒
例
の
米
の
端
境
期
の
飯
米
下
付
願
い
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
願
書
の
本

文
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
数
量
と
か
該
当
者
な
ど
要
点
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
も
船
の
新
蔵
願
い
を
除
く
と
田
辺
惣

町
中
に
関
わ
る
事
項
で
あ
る
と
言
え
る
。

市
左
衛
門
が
も
っ
と
も
長
文
に
わ
た
っ
て
記
述
し
て
い
る
事
件
は
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
一
〇
月
に
起
こ
っ
た
竹
屋
町
大
和
屋

太
兵
衛
と
新
町
道
具
屋
庄
右
衛
門
の
刀
売
買
に
関
す
る
一
件
で
あ（

２１
）る（

翌
年
六
月
決
着
）。
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
に
大
和
屋
太
兵
衛

の
願
書
を
も
と
に
記
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
が
、
願
書
そ
の
も
の
は
写
が
留
め
ら
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
願
書
の
所
在
も
記
さ
れ

て
い
な
い
。

さ
ら
に
重
要
事
項
と
し
て
は
、
市
左
衛
門
が
中
心
と
な
っ
て
奉
行
所
側
と
交
渉
し
た
マ
チ
会
所
の
設
立
過
程
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
の
願
書
の
本
文
は
、
会
所
設
立
に
関
わ
る
別
文（

２２
）書に

も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

御
用
留
の
記
述
か
ら
は
「
触
書
」「
廻
状
」「
願
書
」「
書
付
」
が
確
か
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
部
を
除
き
御
用
留
に
は
写

と
し
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
別
に
あ
り
と
記
さ
れ
た
も
の
も
所
在
な
い
し
容
器
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。

竹
屋
町
年
寄
の
手
元
で
遣
り
取
り
さ
れ
、
要
点
の
み
記
さ
れ
た
町
方
文
書
の
原
本
な
い
し
そ
の
写
は
、
現
在
確
認
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
竹
屋
町
の
年
寄
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
御
用
留
を
記
し
始
め
た
市
左
衛
門
は
、
町
政
運
用
上
必
要
な
文
書
（
書
類
）
を
残
す

必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
二
）

彼
が
町
方
の
た
め
文
書
を
作
成
し
た
思
わ
れ
る
記
述
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
五
月
に
現
れ
る
。
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﹇
史
料
六
﹈
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
五（

２３
）月

一
寅
五
月
十
三
日
、
御
巡
見
様
宮
津
�
由
良
村
昼
御
休
ニ
而
田
辺
町
御
泊
り

稲
生
（
マ
マ
）

左
衛
門
様
御
宿
舟
と
や
孫
左
衛
門
方
へ

御
用
人

神
保
宮
内
様
御
宿
壺
屋
与
一
左
衛
門

御
用
人

岩
瀬
吉
左
衛
門
様
御
宿
糀
屋
三
郎
右
衛
門

御
用
人

右
委
細
之
儀
記
（
カ
）

録
者
月
行
司
箱
入
有

月
行
司
寺
内
町

丹
は
や
作
左
衛
門

懸
り
合
平
野
や
町

糀
屋
孫
右
衛
門

町
内
江
被
仰
付
并
人
足
等
之
儀
者
別
紙
帳
ニ
委
細
御
座
候

前
年
、
徳
川
家
重
の
将
軍
襲
職
に
伴
う
代
替
わ
り
の
諸
国
巡
検
使
が
発
遣
さ
れ
た
（『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
一
〇
一
三
号
）。
こ
の

時
田
辺
に
や
っ
て
来
た
稲
生
左
門
ほ
か
二
人
の
巡
検
使
に
関
わ
る
記
録
の
詳
細
は
「
月
行
司
箱
」
に
入
れ
た
と
記
し
て
い（

２４
）る。

こ
の

時
点
で
す
で
に
マ
チ
会
所
は
設
立
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
月
行
司
箱
は
マ
チ
会
所
に
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
月
行
司
箱
が
い
つ
で
き

た
の
か
不
明
確
で
あ
る
が
、
マ
チ
会
所
設
立
前
後
と
推
測
す
る
。
月
番
の
月
行
司
は
職
務
に
関
わ
る
惣
町
中
の
記
録
を
、
月
行
司
箱

（８９）
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に
入
れ
、
次
の
月
行
司
は
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
巡
検
使
の
時
の
記
録
は
寺
内
町
年
寄
丹
波
屋
作
左
衛
門
が
作

成
し
た
。そ
の
こ
と
を
竹
屋
町
の
御
用
留
に
市
左
衛
門
は
記
し
た
の
で
あ
る（
参
考
ま
で
に
表
３
に
月
行
司
の
勤
番
一
覧
を
掲
げ
た
）。

さ
ら
に
こ
こ
で
、
市
左
衛
門
は
重
要
な
記
載
を
し
て
い
る
。

竹
屋
町
に
割
り
付
け
ら
れ
た
人
足
な
ど
の
こ
と
は
別
に
帳
面
に
認
め
た
と
あ
る
。
こ
の
記
録
は
現
存
し
て
い
る
。
表
題
は
「
御
巡

見
様
御
用
町
内
諸
事
扣

竹
屋
町
年
寄
壺
屋
市
左
衛
門
」（
町
行
政
２６
）
で
あ
る
。

表３ １８世紀後期 月行司勤番一覧

年 月 月行司町 年 寄 名

寛保３．１２
延享元．２

３
４
５
６
７
９

延享２．２
３
６
９
１０
１１
１２

延享３．２
４
５
６
７
８

安永７．１１
１２

安永８．１
２
３

天明元．５
⑤
６
７
８

天明４．①
３
４
７
８
９

天明５．１
２
７
８

丹波町
本町
堀上町
紺屋町
新町
寺内町
竹屋町
（丹波町）
（新町）
（寺内町）
（丹波町）
紺屋町
（堀上町）
（竹屋町）
（寺内町）
（？）
（堀上町）
寺内町
竹屋町

（丹波町）
平野屋町
寺内町
丹波町
魚屋町
紺屋町
新町
寺内町
平野屋町
（魚屋町）
竹屋町
竹屋町
丹波町
本町
寺内町
平野屋町
本町
竹屋町
平野屋町
竹屋町
寺内町

治郎右衛門
丹波屋八兵衛
三郎左衛門
庄左衛門
九郎右衛門
作左衛門
市左衛門
次郎右衛門
九郎右衛門
作左衛門
治郎右衛門
（庄左衛門）
三郎左衛門
市左衛門
作左衛門
太左衛門
三郎左衛門
丹波屋作左衛門
市左衛門
孫右衛門
次郎右衛門

四郎三郎）

吉左衛門
？
長左衛門
四郎三郎
太郎左衛門
太郎左衛門
源右衛門
嘉右衛門
いつみ屋喜左衛門

嘉右衛門
忠兵衛
長左衛門（源右衛門）
忠兵衛
喜左衛門

（典拠）竹屋町文書 御用留
（参考）『竹屋町文書目録』掲載の「町会所取立入用帳」（町入

用３８）末尾の本町の記載順が基本にあると思われる。
本町→魚屋町→丹波町→平野屋町→竹屋町→寺内町
→新町→堀上町→紺屋町
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マ
チ
会
所
に
詰
め
て
惣
町
中
の
運
営
の
中
心
に
い
た
月
行
司
は
、
重
要
な
記
録
の
原
本
を
月
行
司
箱
に
入
れ
て
い
た
。
竹
屋
町
年

寄
市
左
衛
門
は
、
月
行
司
丹
波
屋
作
左
衛
門
の
作
成
し
た
惣
町
中
の
記
録
を
竹
屋
町
の
た
め
に
「
扣
」
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

は
町
に
と
っ
て
も
重
要
な
先
例
の
記
録
と
な
る
冊
子
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
惣
町
中
の
記
録
と
竹
屋
町
の
記
録
を
別
の
も
の

と
認
識
し
て
い
た
。

こ
の
巡
検
使
が
田
辺
に
到
来
し
、
そ
の
時
の
諸
役
に
係
わ
っ
た
時
点
で
、
よ
う
や
く
市
左
衛
門
は
御
用
留
に
町
方
の
た
め
の
文
書

の
作
成
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
市
左
衛
門
は
御
用
留
の
記
載
に
、
月
行
司
文
書
と
町
方
文
書
が
あ
る
こ
と
を
書
き
留

め
た
の
で
あ
る
。

市
左
衛
門
の
作
成
し
た
冊
子
（
竪
帳
、
横
帳
）
の
表
紙
書
名
の
書
方
に
注
意
す
る
。
前
記
の
「
御
巡
検
様
御
用
町
内
諸
事
扣
」
は

「
竹
屋
町
年
寄
」
の
壺
屋
市
左
衛
門
と
し
て
記
し
て
お
り
、
御
用
留
類
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
別
の
署
名
の
し
か
た
が

あ
る
。
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
五
月
の
「
町
会
所
取
立
入
用
帳

年
寄
市
左
衛
門
支
配

町
年
寄
中
」（
町
入
用
３８
）、
同
六
月
の

「
遊
行
記
録

竹
屋
町
年
寄
市
左
衛
門
扣
」（
祭
礼
宗
教
６９
）、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
九
月
の
「
遊
行
上
人
万
覚
帳

記
録
帳
扣

町
年
寄
中
（
年
寄
市
左
衛
門
扣
）」（
祭
礼
宗
教
７２－
１
）、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
八
月
の
「
朝
代
御
旅
所
一
条

月
行
司
市

左
衛
門
印
置
申
候
」（
同
８
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
別
の
署
名
の
仕
方
と
は
「
町
年
寄
中
」
と
し
て
作
成
し
た
、
す
な
わ
ち
本
町
（
地

子
御
免
町
）
の
年
寄
中
の
記
録
、
月
行
司
文
書
を
写
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
文
書
は
全
て
市
左
衛
門

の
自
筆
で
あ
り
、
写
で
あ
る
。
原
文
書
は
「
月
行
司
箱
」
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。

月
行
司
箱
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
以
降
で
は
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
の
御
用
留
（
第
三
番
）
で
も
、
そ
の
存
在
を
確
認
で

き
る
が
、
そ
の
月
行
司
箱
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

（９１）
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﹇
史
料
七
﹈
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
三（

２５
）月

一
酉
三
月
朔
日
、
太
河
九
郎
左
衛
門
様
、
津
田
左
門
様
、
右
両
人
去
申
秋
�
江
戸
表
へ
訴
状
差
上
候
者
有
之
由
ニ
て
へ
い
も
ん
被

仰
付
、
右
酉
三
月
朔
日
両
人
共
家
老
御
暇
被
遣
、
早
速
立
退
被
申
候
、
委
細
之
儀
者
月
行
司
箱
大
帳
有

宝
暦
三
年
三
月
の
事
件
は
田
辺
藩
家
老
が
江
戸
で
の
訴
状
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
を
記
し
た
文
書
は

月
行
司
箱
の
大
帳
に
あ
る
と
い
う
。
少
な
い
事
例
で
あ
る
が
、
マ
チ
行
政
に
関
係
の
無
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
重
要
と
判
断
さ

れ
た
事
案
は
、
そ
の
詳
細
が
月
行
司
の
記
録
す
る
大
帳
に
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
月
行
司
が
記
し
た
大
帳
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

そ
の
手
が
か
り
が
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
職
を
辞
し
た
市
左
衛
門
の
あ
と
、
安
永
七
年
か
ら
竹
屋
町
年
寄
を
勤
め
た
木
屋

太
郎
左
衛
門
が
記
し
た
「
御
用
留
」（
原
題
は
「
役
用
日
記
」）
に
あ
る
。

そ
の
冒
頭
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

﹇
史
料
八
﹈
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
七（

２６
）月

拙
者
へ

竹
屋
町
年
寄
役
并
酒
屋
肝
煎
加
役
被
仰
付
候
、
御
請
申
上
、
大
帳
先
格
之
通
、
所
�
御
礼
相
勤
申
候

月
行
司
魚
屋
町四

郎
三
郎
也

竹
屋
町
年
寄
に
任
じ
ら
れ
た
と
き
、
奉
行
所
の
各
役
人
に
挨
拶
に
回
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
先
格
が
「
大
帳
」
に
あ
る
と
し
て
い

千
葉
大
学

人
文
研
究

第
四
十
五
号

（９２）



る
。
こ
れ
は
月
行
司
大
帳
と
み
て
よ
い
。

ま
た
太
郎
左
衛
門
は
二
冊
目
の
御
用
留
（
町
行
政
４
）
に
な
る
と
、
安
永
九
年
に
は
「
三
月

月
行
司
帳
ニ
付
」
と
記
し
、
竹
屋

町
関
係
の
記
述
が
な
い
。
さ
ら
に
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
な
る
と
「
九
月
行
司
勤
ル

別
帳
ニ
記
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

太
郎
左
衛
門
は
月
行
司
勤
役
中
は
月
行
司
の
冊
子
（
大
帳
か
）
に
役
向
き
の
記
録
を
記
す
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一

方
で
竹
屋
町
の
重
要
事
件
に
つ
い
て
は
、
市
左
衛
門
同
様
に
御
用
留
以
外
の
文
書
作
成
を
記
し
て
い
る
。

﹇
史
料
九
﹈
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
一
一（

２７
）月

一（
竹
屋
町
の
北
側
部
分
）

下
ノ
町
舟
屋
佐
右
衛
門
盗
賊
い
た
し
候
ニ
付
、
当
四
月
廿
五
日
入
牢
被
仰
付
候
処
、
十
一
月
廿
七
日
追
払
被
仰
付
候

此
一
件
別
紙
委
細
書
付
置

こ
の
「
別
紙
」
が
御
用
留
以
外
に
町
方
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
収
納
さ
れ
た
場
所
や
容
器
の
記
載
は
な
い
。
太

郎
左
衛
門
も
月
行
司
と
し
て
の
文
書
作
成
と
、
竹
屋
町
年
寄
と
し
て
の
文
書
の
作
成
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
三
）

太
郎
左
衛
門
の
次
の
年
寄
忠
兵
衛
（
天
明
四
年
〜
同
七
年
）
の
御
用
留
（「
御
用
町
内
役
用
日
記
」）
に
な
る
と
、
月
行
司
勤
役
中

で
あ
っ
て
も
、
町
方
の
記
録
は
俄
然
多
く
な
る
。
天
明
五
年
正
月
に
は
月
行
司
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に

記
述
が
あ
る
。
藩
主
へ
の
年
頭
礼
、

目
の
献
上
、
藩
主
の
鷹
野
の
御
用
な
ど
、
月
行
司
の
勤
め
方
の
記
載
か
と
思
う
ぐ
ら
い
で
あ

る
。
そ
し
て
月
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（９３）
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﹇
史
料
一
〇
﹈
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
正（

２８
）月

月
番
竹
屋
町
年
寄
忠
兵
衛
相
勤

巳
正
月

��������
正
月
晦
日
晩
月
行
司
箱

��
平
野
や
町
年
寄
長
左
衛
門
殿
江
送
申
候

忠
兵
衛
は
竹
屋
の
御
用
留
以
外
に
も
月
行
司
箱
に
入
れ
る
文
書
作
成
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
月
行
司
箱
を
次
の
月

行
司
で
あ
る
平
野
屋
町
年
寄
長
左
衛
門
へ
送
っ
た
と
し
て
い
る
。
同
様
の
記
載
は
同
年
七
月
に
も
あ
り
、
月
行
司
で
も
あ
っ
た
忠
兵

衛
は
「
七
月
晦
日
晩
寺
内
町
年
寄
喜
左
衛
門
殿
江
月
行
司
箱
為
持
遣
ス
」
と
記
し
て
い
る
。
マ
チ
会
所
設
立
後
作
成
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
「
月
行
司
箱
」
は
、
少
な
く
と
も
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
の
こ
の
時
に
は
マ
チ
会
所
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
月
行

司
個
人
か
ら
個
人
へ
と
引
き
渡
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
段
階
で
の
変
化
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
の
惣
年
寄
の
設
置
、
惣
年
寄
と
月
行
司
の
惣
町
中
運
営
上

の
役
割
分
担
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
後
の
検
討
課
題
と
な
る
。

以
上
、
竹
屋
町
の
御
用
留
の
記
載
か
ら
、
マ
チ
会
所
に
月
行
司
箱
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
重
要
な
事
案
の
記
録
は
当
該
文

書
と
し
て
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
輪
番
に
な
っ
た
月
行
司
の
町
年
寄
が
記
す
帳
簿
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
月
行
司
帳
」
あ
る
い

は
「
大
帳
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
は
月
行
司
箱
に
入
れ
ら
れ
、
当
番
の
月
行
司
か
ら
順
次
引
き
継
が
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
た
。
た
だ
し
惣
年
寄
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
は
そ
の
あ
り
方
は
変
化
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

マ
チ
会
所
成
立
以
前
で
は
、
惣
町
中
の
運
営
に
関
わ
る
月
行
司
文
書
の
管
理
は
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
平
野
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屋
町
の
月
行
司
文
書
は
、
何
ら
か
の
経
緯
で
一
部
が
平
野
屋
町
文
書
と
し
て
伝
存
し
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
チ
ョ
ウ
の
運
営
業
務
に
関
わ
っ
て
年
寄
は
御
用
留
に
書
付
の
写
や
要
約
を
記
し
、
月
行
司
箱
か
ら
は
、チ
ョ
ウ
に
と
っ
て
重

要
事
項
は
写
を
と
っ
て
町
方
文
書
と
し
て
保
管
し
て
い
た
の
で
あ
る
。た
だ
し
チ
ョ
ウ
の
保
管
容
器
に
つ
い
て
は
ま
だ
記
載
は
な
い
。

第
二
章

都
市
行
政
の
展
開
と
町
方
文
書
の
成
立

―
田
辺
城
下
竹
屋
町
文
書
を
素
材
と
し
て
―

第
一
節

町
箱
作
成
以
前
の
竹
屋
町
文
書

竹
屋
町
の
チ
ョ
ウ
の
記
録
は
ど
の
よ
う
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
か
。
御
用
留
に
記
載
の
あ
る
事
案
が
竹
屋
町
に
関
係
あ
る
場
合
、

冊
子
の
形
で
帳
簿
と
し
て
作
成
さ
れ
、
伝
存
し
て
い
る
こ
と
を
第
一
章
で
確
認
し
た
。
で
は
「
触
書
」「
廻
状
」「
願
書
」「
書
付
」、

さ
ら
に
は
「
証
文
」
類
な
ど
の
一
紙
文
書
類
は
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で
伝
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
チ
会
所
の
「
月
行
司

箱
」
の
よ
う
な
容
器
は
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

大
変
残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
市
左
衛
門
や
そ
の
後
の
太
郎
左
衛
門
な
ど
が
勤
役
中
の
竹
屋
町
の
御
用
留
に

は
、
上
記
の
類
の
文
書
を
入
れ
る
箱
ま
た
は
容
器
の
記
載
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
。

第
一
章
で
は
、
竹
屋
町
の
年
寄
は
月
行
司
勤
役
中
は
月
行
司
帳
の
記
載
に
専
念
す
る
た
め
か
、
当
該
月
の
御
用
留
に
は
記
載
が
無

い
事
が
多
い
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
月
行
司
を
務
め
て
い
る
月
で
も
、
記
事
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
市
左
衛
門
の
二
代
後
の
太
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郎
左
衛
門
は
二
冊
の
御
用
留（「
役
用
日
記
」）を
残
し
て
い
た
が
、
二
冊
目
の
御
用
留
（
安
永
九
年
三
月
〜
天
明
四
年
四
月
）
で
は
月

行
司
勤
役
中
で
も
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
記
述
に
留
め
て
い
る
。
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
閏
正
月
が
そ
の
例
で
、
特
に
記
述
量

が
多
い
。
例
え
ば
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

﹇
史
料
一
一
﹈
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
閏
正（

２９
）月

今
春
世
上
困
窮
ニ
而
非
人
多
く
有
之
、
昼
夜
乞
食
大
分
出
候
ニ
付
、
町
内
清
左
衛
門
明
家
ニ
而
粥
施
行
之
相
談
致
し
御
案
内
申

上
、
正
月
十
三
日
�
夜
�
米
六
七
升
つ
ゝ
粥
ニ
た
き
施
行
い
た
し
候
、
依
之
町
内
夜
分
乞
食
（
カ
）

ヘ
年
ノ
内
不
遣
、
然
共
夜
�
ノ
乞

食
も
減
り
不
申
、
旁
行
届
か
た
き
ニ
付
正
月
廿
日
切
ニ
而
止
申
候

右
之
次
第
ニ
付
町
内
至
而
難
儀
成
者
へ
合
力
遣
ス

し
か
や
与
助
死
去
ニ
付
白
米
壱
斗
遣
ス

の
り
や
伊
兵
衛
へ
五
升

い
つ
ミ
や
太
郎
右
衛
門
へ
五
升

千
二
市
右
衛
門
後
家
へ
五
升

右
之
通
正
月
廿
三
日
遣
ス

閏
正
月
他
所
出
之
願

一

伊
兵
衛
忰

太
郎
吉

一

源
右
衛
門
忰

七
之
助
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右
之
者
渡
世
難
儀
ニ
付
為
挊
五
ヶ
年
之
間
京
都
へ
罷
越
度
奉
願
上
候

一

吉
右
衛
門
弟

惣
七

右
之
者
職
分
為
習
五
ヶ
年
之
間
京
都
へ
罷
越
度
奉
願
上
候

前
半
の
記
事
は
、
近
代
に
な
っ
て
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
）
の
竹
屋
惣
代
土
井
駒
蔵
編
『
竹
屋
町
史
』
に
も
使
用
さ
れ
（
近
代
Ｅ：

２０８
）、
竹
屋
町
の
古
老
で
語
り
ぐ
さ
に
も
な
っ
て
い
る
町
内
困
窮
者
へ
施
行
で
あ
る
。
ま
た
後
半
は
一
八
世
紀
後
期
か
ら
増
大
す
る

京
都
へ
の
出
稼
ぎ
奉
公
の
記
事
で
あ
る
。
た
だ
し
記
事
は
要
約
に
留
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
一
冊
目
と
大
き
く
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
奉
行
所
や
月
行
司
な
ど
に
提
出
す
る
「
書
付
」「
願
書
」
な
ど
の
本

文
の
写
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
事
で
あ
る
。
そ
れ
が
九
件
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
触
書
」
な
ど
の
上
意
下
達
文
書
で
は
な
く
、
一

件
も
の
（
行
き
倒
れ
順
礼
の
送
り
状
）
以
外
は
全
て
下
意
上
達
文
書
で
あ
る
。
こ
の
九
件
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
実
文
書
本
文
は

町
に
残
ら
な
い
性
格
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
御
用
留
に
写
し
て
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
例
を
掲
げ
る
。

﹇
史
料
一
二
﹈
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
六（

３０
）月

六
月
八
日
、
舟
屋
次
右
衛
門
仏
躰
名
西
心
来
り
申
様
、
私
共
一
夜
を
明
し
申
所
も
無
御
座
、
難
儀
仕
候
、
町
内
ニ
わ
き
候
虫
と
思

召
、
何
卒
夜
ル
寐
申
所
御
申
付
可
被
下
候
と
申
候
、
此
者
親
類
共
も
構
ひ
不
申
由
ニ
付（
惣
年
寄
）

山
雄
氏
へ
談
し
、
吉
原
町
惣
三
郎
へ
段
�

申
付
候
得
共
、
是
も
引
請
不
申
候
得
共
、
い
ろ
〳
〵
世
話
い
た
し
、
と
か
く
宿
か
し
申
所
無
之
ニ
付
、
九
日
ノ
夜
ハ
無
是
非
惣
三

郎
舟
屋
ニ
寐
さ
せ
、
十
日
ノ
夜
は
新
田
ノ
小
崎
屋
干
鰯
小
屋
ニ
寐
さ
せ
、
此
趣
申
上
候
所
、
親
類
并
其
外
あ
ら
ま
し
書
付
差
上
候

様
ニ
被
仰
、
則
左
之
通
書
付
上
ル
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覚

一
浄
土
寺
宗

年
五
十
四

次
右
衛
門

仏
躰
仕
名
西
心

右
ハ
竹
屋
町
ノ
者
ニ
而
御
座
候
所
、
廿
五
六
年
以
前
居
屋
敷
売
払
、
平
野
屋
町
へ
借
宅
仕
罷
越
候
、
其
後
六
年
以
前
竹
屋
町
惣
左

衛
門
と
申
者
従
弟
ニ
而
御
座
候
を
頼
候
而
懸
り
居
申
候
候�
、
去
年
七
月
浄
土
寺
よ
り
送
り
手
形
も
ら
い
、
智
恩
院
ニ
而
仏
躰
仕
候
、

右
之
者
親
類

姉

小
林
七
郎
兵
衛
殿
内
義

従
弟

見
海
寺
当
住

同

西
吉
原
町
惣
三
郎

同

魚
屋
町
惣
兵
へ

竹
屋
町
惣
左
衛
門
ハ
死
去
仕
候

右
之
通
御
座
候
、
以
上

六
月
十
日

最
初
に
事
件
の
あ
ら
ま
し
の
記
述
が
あ
り
、
つ
い
で
惣
年
寄
山
雄
孫
左
衛
門
に
提
出
し
た
書
付
が
「
覚
」
と
し
て
控
え
ら
れ
て
い

る
。
ほ
か
の
八
件
も
同
様
で
あ
る
。

で
は
、
そ
れ
以
外
の
上
意
下
達
文
書
な
ど
、
町
に
残
る
べ
き
町
方
文
書
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
に
答
え
る
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痕
跡
が
、
太
郎
左
衛
門
の
次
の
年
寄
壺
屋
忠
兵
衛
の
御
用
留
（「
御
用
町
内
役
用
日
記
」）
に
あ
る
。

忠
兵
衛
は
太
郎
左
衛
門
が
開
始
し
た
下
意
上
達
文
書
を
御
用
留
に
書
き
写
し
て
残
す
、
と
い
う
作
業
を
引
き
継
い
で
い
る
。

一
冊
目
の
御
用
留（
天
明
四
〜
五
年
、
町
行
政
６
）で
は
送
り
状
や
願
書
の
写
し
が
三
件
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
窺
わ
れ
る
が
、

そ
れ
以
外
に
触
書
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
御
用
留
に
書
き
写
す
事
を
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
に
年
寄
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
触
書
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
五
月
付
（
六
月
到
来
）
の
「
時
疫
流
行
候
節
此
薬
を
用
て
其
煩
を
の
か
る
べ
し
」
の
文
言

で
始
ま
る
公
儀
触
書
（『
御
触
書
天
明
集
成
』
二
四
七
三
号
）、
同
年
七
月
の
「
殿
様
御
初
入
御
触
書
」
と
題
さ
れ
た
「
覚
」、
天
明

五
年
（
一
七
八
五
）
二
月
付
（
六
月
到
来
）
の
「
於
長
崎
唐
船
江
相
渡
候
煎
海
鼠
干
鮑
之
儀
」
の
文
言
か
ら
始
ま
る
公
儀
浦
触
（『
御

触
書
天
明
集
成
』
二
九
三
六
号
）
で
あ
る
。

こ
れ
が
何
に
起
因
す
る
の
か
。

京
都
の
町
の
場
合
、
連
続
的
に
触
留
帳
が
残
っ
て
い
る
三
条
衣
棚
町
で
は
、
そ
れ
が
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
以
降
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
て
い（

３１
）る。
京
都
で
は
個
々
の
町
で
成
立
年
代
は
様
々
で
あ
る
が
、
奉
行
所
が
差
図
す
る
ま
で
も
な
く
、
自
律
的
に
触
留
帳

を
作
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

田
辺
の
場
合
、
奉
行
所
ま
た
は
惣
年
寄
か
ら
の
指
示
、
命
令
が
あ
っ
た
痕
跡
は
い
ま
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
の
で
、
触
書
の
要

約
を
記
す
の
み
で
は
済
ま
な
い
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
た
町
方
の
独
自
の
判
断
か
と
推
測
す
る
。

天
明
五
年
二
月
の
浦
触
の
場
合
、「
右
之
通
小
寄
い
た
し
相
触
申
候
」
と
の
記
述
が
あ
る
。「
小
寄
」
と
は
竹
屋
町
で
は
五
つ
あ
っ

た
組
で
の
寄
合
の
こ
と
で
あ
り
、
組
の
代
表
で
あ
り
町
役
人
で
も
あ
る
組
頭
が
組
中
の
五
人
組
頭
を
集
め
て
行
う
も
の
で
あ
っ（

３２
）た。
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公
儀
浦
触
が
「
小
寄
」
で
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

小
寄
で
上
意
下
達
の
周
知
徹
底
を
計
る
の
は
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
四
月
に
「
大
橋
ニ
て
子
共
、
小
売
子
共
、
夜
若
者
共
ほ
う

ら
つ
ニ
荒
申
段
ニ
付
…
嗜
」
と
あ
る
月
行
司
か
ら
伝
え
ら
れ
た
指
示
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
九
月
の
藩
主
牧
野
惟
成
死
去
に
伴

う
謹
慎
が
長
期
に
及
ぶ
事
に
関
し
て
出
さ
れ
た
「
仰
付
」
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
公
儀
か
ら
の
触
書
に
よ
る
小
寄
で
の
伝
達
は
最
初
の

事
例
で
あ
る
。
背
景
に
は
天
明
期
以
降
、
幕
府
か
ら
の
重
要
な
内
容
の
触
書
の
増
加
が
あ
り
、
そ
れ
を
小
寄
を
通
じ
て
周
知
を
図
る

事
態
が
あ
る
。

忠
兵
衛
の
二
冊
目
の
御
用
留
（
天
明
五
〜
八
年
、
町
行
政
５
）
に
は
公
儀
触
書
の
写
が
五
点
あ
る
の
を
は
じ
め
、
藩
か
ら
の
仰
付

の
要
約
、
北
前
船
の
死
人
に
関
す
る
願
書
写
や
、
拝
借
米
願
の
要
約
な
ど
、
多
く
の
記
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上

に
こ
の
御
用
留
に
特
徴
的
な
の
は
、
今
ま
で
例
外
的
に
し
か
な
か
っ
た
元
の
書
付
（
切
紙
な
い
し
半
切
続
紙
）
が
一
〇
点
、
冊
子
の

丁
間
に
挿
入
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
事
で
あ
る
（
勿
論
原
秩
序
が
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
が
、
挿
入
文
書
の
推
定
年
月

は
冊
子
の
年
月
の
範
囲
で
あ
る
）。
そ
の
内
容
は
公
儀
触
二
点
、
藩
か
ら
の
（
恐
ら
く
惣
年
寄
を
経
た
）
触
四
点
、（
こ
れ
ら
の
六
点

は
廻
状
の
写
の
可
能
性
が
あ
る
）、
下
意
上
達
文
書
二
点
、
そ
の
他
三
点
（
人
別
移
動
に
関
す
る
も
の
二
点
、
不
明
一（

３３
）点）
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
挿
入
文
書
は
御
用
留
に
写
し
取
ら
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
要
約
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
多
忙
と
な
っ
た
年
寄
役
の

業
務
の
過
程
で
、
写
し
取
ら
れ
ず
に
御
用
留
丁
間
に
挿
入
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
写
で
は
な
く

現
物
で
あ
れ
ば
、
後
に
登
場
す
る
「
町
箱
」
に
入
れ
て
保
存
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

一
八
世
紀
の
後
半
に
竹
屋
町
の
年
寄
（
必
然
的
に
月
行
司
役
）
を
勤
め
た
彼
ら
の
御
用
留
か
ら
伺
い
し
る
事
が
で
き
る
の
は
、
次

第
に
繁
多
と
な
る
御
用
と
町
用
の
な
か
で
、
留
め
置
く
べ
き
事
柄
の
増
加
で
あ
る
。
町
行
政
が
繁
多
さ
を
増
す
背
景
に
は
、
一
八
世
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紀
後
半
か
ら
活
発
化
す
る
北
前
船
の
交
易
と
連
動
す
る
田
辺
城
下
の
経
済
活
動
、
そ
れ
に
伴
う
人
や
物
資
の
移
動
、
諸
事
件
の
続

発
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
と
し
て
家
屋
敷
や
土
地
の
移
動
（
売
買
や
抵
当
物
件
化
）
が
増
大
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
方
で
は
幕
府
の
全
国
的
政
策
が
展
開
し
、
公
儀
触
書
の
周
知
徹
底
が
は
か
ら
れ
、
ま
た
右
記
の
経
済
状
況
の
中
で
浦
触
の
到
来

も
田
辺
城
下
町
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。

町
の
年
寄
に
と
っ
て
本
来
の
商
人
と
し
て
の
経
営
活
動
以
外
に
都
市
運
営
に
関
わ
る
業
務
が
増
大
し
、
御
用
留
（
役
用
日
記
類
）

に
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
量
の
書
付
が
彼
ら
の
業
務
を
多
忙
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
惣
町

レ
ベ
ル
の
惣
年
寄
や
月
行
司
の
記
録
が
確
認
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
竹
屋
町
年
寄
忠
兵
衛
の
二
冊
目
の
御
用
留
の
挿
入
文

書
は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
現
れ
で
あ
る
。

表
１
で
示
し
た
よ
う
に
平
野
屋
町
、
竹
屋
町
の
文
書
が
一
八
世
紀
後
半
か
ら
増
加
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
田
辺
城
下
町
で

起
こ
っ
た
社
会
変
動
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

町
箱
の
成
立
と
竹
屋
町
文
書

一
八
世
紀
の
竹
屋
町
文
書
で
は
、
御
用
留
以
外
の
冊
子
や
書
付
類
が
ど
の
よ
う
に
管
理
、
保
存
さ
れ
、
引
き
継
が
れ
て
い
た
か

は
、
知
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
現
況
で
は
惣
町
中
文
書
も
月
行
司
箱
文
書
も
同
様
で
あ
っ
た
。

し
か
し
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）、
こ
の
年
は
竹
屋
町
と
竹
屋
町
文
書
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
。
一
つ
は
町
に

よ
る
土
地
台
帳
の
作
成
で
あ（

３４
）り、
も
う
一
つ
は
町
箱
の
成
立
で
あ
る
。

二
〇
一
四
年
一
一
月
、
竹
屋
町
集
会
所
の
蔵
二
階
で
確
認
さ
れ
た
船
簞
笥
は
、
町
箱
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
確
で
あ
っ（

３５
）た。
そ

（１０１）
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の
扉
の
裏
側
に
は
左
記
の
町
役
人
名
が
墨
書
さ
れ
て
い
た
。

﹇
史
料
一
三
﹈
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
八
月

（
扉
裏
側
墨
書
）

「
文
化
三
年

年
寄

木
屋
太
郎
左
衛
門

丙
寅
八
月

与
頭

和
泉
屋
太
郎
兵
衛

塩
屋
德
次
郎

鳥
屋
三
右
衛
門

油
屋
久
兵
衛

鍋
屋
藤
次
郎

」

竹
屋
町
で
は
同
じ
年
九
月
に
「
家
別
間
数
并
質
入
売
買
奥
印
記
」（
土
地
１
）
の
作
成
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
前
後
に
作
成
さ
れ

た
無
題
の
補
助
的
冊
子
（
土
地
２
、３
）
と
と
も
に
竹
屋
町
の
全
て
の
家
屋
敷
の
台
帳
と
な
り
、
以
後
全
て
の
売
買
質
入
れ
に
関
す

る
記
録
が
書
き
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
を
当
時
の
町
役
人
（﹇
史
料
一
三
﹈
に
あ
る
六
人
）
は
、
こ
れ
ま
で
家
屋
敷

売
買
や
質
入
れ
時
に
町
役
人
が
証
文
に
奥
印
し
、
そ
れ
を
別
の
帳
面
（
奥
印
帳
）
に
付
け
て
い
た
が
、「
先
役
太
郎
左
衛
門
、
忠
兵

衛
、
市
郎
兵
衛
、
伊
右
衛
門
四
人
之
書
留
帳
数
多
く
、
吟
味
紛
敷
ニ
付
」
新
に
冊
子
を
作
成
し
た
と
し
て
い（

３６
）る。

前
節
で
も
述
べ
た

よ
う
に
、
町
の
運
営
に
関
わ
っ
て
年
寄
の
手
元
に
到
来
し
、
捺
印
を
必
要
と
す
る
書
付
類
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
情
が
存
在
し
た
と

思
わ
れ
る
。
町
箱
を
作
成
し
、
そ
こ
に
引
き
継
ぐ
べ
き
文
書
を
保
管
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
町
箱
の
作
成
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（
船
簞
笥
か
ら
の
転
用
）
に
至
る
経
緯
は
太
郎
左
衛
門
の
作
成
し
た
御
用
留
（「
役
用
日
記
」、
文
化
三
〜
七
年
、
町
行
政
１３
）
に
は

記
述
が
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
以
降
、
竹
屋
町
の
年
寄
が
残
し
た
御
用
留
に
は
町
箱
の
存
在
を
明
記
す
る
記
事
が
続
出
す
る
。
太
郎
左
衛
門
の
功

績
を
引
き
継
い
だ
吉
左
衛
門
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
か
ら
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
ま
で
に
御
用
留
を
七
冊
（
役
用
日
記
、
諸

日
記
、
日
記
と
表
題
は
様
々
で
あ
る
が
、
番
号
は
七
番
ま
で
あ
り
連
続
）
残
し
て
い
る
。
以
下
そ
の
う
ち
最
初
の
二
冊
に
つ
い
て
、

箱
に
つ
い
て
記
述
の
あ
る
記
事
を
掲
げ
る
。

﹇
史
料
一
四
﹈
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
九（

３７
）月

九
月
木
屋
万
平
方
へ
着
舩
之
内
、
死
人
有
、
御
検
使
、
委
細
者
帳
箱
ノ
下
ニ
書
付
有

北
前
船
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
庄
内
米
や
越
後
米
な
ど
移
入
記
事
は
、
延
享
元
年（
一
七
四
四
）か
ら
御
用
留
に
は
確
認
で
き
る
が
、

北
前
船
の
田
辺
へ
の
入
津
が
増
大
す
れ
ば
、
そ
れ
に
伴
う
悲
劇
も
増
え
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
右
記
の
記
事
は
木
屋
万
平
が
後
述

の
よ
う
に
船
宿＝

問
屋
で
あ
る
か
ら
北
前
船
の
乗
組
員＝
舸
子
死
亡
に
関
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
事
は
以
前
に

も
あ
っ
た
。
御
用
留
の
記
載
で
は
忠
兵
衛
勤
役
中
の
二
冊
目
の
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
九
月
の
舸
子
の
死
亡
事
件
が
最
初
で

あ
る
。

﹇
史
料
一
五
﹈
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
九（

３８
）月

巳
九
月
一
越
後
国
頸
城
郡
直
江
津

宿
木
や

平
左
衛
門

（１０３）
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坂
下
屋
吉
右
衛
門
船
三
人
乗
之
内
、
舸
子
源
五
右
衛
門
病
死
い
た
し
候
ニ
付
、
宿
木
や
平
左
衛
門
�
案
内
い
た
し
候
ニ
よ
つ

て
、
早
速
小
方
岡
田
伝
右
衛
門
殿
月
番
ニ
付
、
御
願
御
座
候
趣
申
上
候
所
、
願
之
趣
相
叶
、
一
札
左
之
通
取
、
宿
木
や
平
左
衛

門
�
差
上
申
候差

上
申
一
札
之
事

榊
原
式
部
太
輔
領
分

越
後
国
頸
城
郡
直
江
津

坂
下
屋
吉
右
衛
門
舩
三
人
乗

右
之
内
舸
子

年
五
十
一

病
死
源
五
右
衛
門

右
之
者
去
ル
七
月
十
七
日
国
元
出
帆
、
若
刕
小
浜
�
去
ル
五
日
当
湊
江
着
舩
仕
候
所
、
右
源
五
右
衛
門
病
気
ニ
付
、
宿
木
屋

平
左
衛
門
殿
を
以
早
速
当
町
医
中
川
玄
昌
殿
相
頼
、
為
致
服
薬
色
�
介
抱
差
加
候
得
共
、
養
生
不
相
叶
、
一
昨
八
日
相
果
申

候
、
則
私
共
船
中
�
看
病
仕
、
何
之
差
滞
も
無
御
座
、
病
死
ニ
相
違
無
御
座
候
ニ
付
、
御
当
地
無
常
院
ニ
而
火
葬
ニ
仕
、
死

骨
ハ
取
か
へ
り
申
度
由
、
宿
木
屋
平
左
衛
門
殿
を
以
奉
願
候
処
、
願
之
通
被
仰
付
、
難
有
奉
存
候
、
段
�
宿
之
衆
中
御
世
話

ニ
罷
成
候
儀
、
残
所
も
無
御
座
候
段
、
国
元
江
罷
か
へ
り
候
上
、
親
類
共
江
も
可
為
申
聞
候
、
然
ル
上
者
後
�
ニ
至
此
儀
ニ

付
毛
頭
申
分
無
御
座
候
、
為
後
証
之
仍
如
件

越
後
国
頸
城
郡
直
江
津

船
頭

坂
下
屋

吉
右
衛
門
印
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天
明
五
乙
巳
九
月
十
日

舸
子

佐

兵

衛
印

丹
後
田
辺

御
役
所

源
五
右
衛
門
兄

小
浜
�
罷
越
し
候
八
郎
左
衛
門
印

御
奉
行
所

前
書
之
通
、
水
主
之
者
共
願
之
通
無
滞
被
仰
付
、
於
私
共
ニ
も
難
有
仕
合
奉
存
候
、
依
之
奥
印
仕
差
上
申
候
、
以
上

宿
木
屋
平
左
衛
門
印

こ
の
時
は
越
後
直
江
津
の
北
前
船
船
頭
ら
が
田
辺
の
関
係
役
所
へ
提
出
し
た
証
文
が
写
し
取
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
太
郎
左

衛
門
勤
役
中
に
始
ま
っ
た
下
意
上
達
文
書
を
御
用
留
に
書
き
留
め
る
方
式
を
忠
兵
衛
も
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、

そ
こ
に
留
ま
っ
て
い
た
。

し
か
し
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
船
宿
木
屋
万
平
方
か
ら
届
け
ら
れ
た
北
前
船
と
思
わ
れ
る
着
船
の
死
人
の
関
係
文
書
は
、
奉

行
所
に
提
出
さ
れ
た
証
文
の
写
し
も
含
め
て
「
帳
箱
」
に
入
れ
ら
れ
た
と
あ
る
。
御
用
留
最
初
の
「
箱
」
が
出
て
く
る
記
事
で
あ
る
。

た
だ
し
証
文
な
ど
委
細
の
書
付
は
後
述
す
る
よ
う
に
伝
存
し
て
い
な
い
。

以
下
、
年
代
順
に
「
箱
」
の
出
て
く
る
二
つ
の
事
例
を
掲
げ
る
。

﹇
史
料
一
六
﹈
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
五（

３９
）月

此
度
竹
屋
町
太
郎
助
、
源
左
衛
門
入
津
米
抜
ケ
買
い
た
し
候
ニ
付
、
御
咎
被

仰
付
候
、
是
等
之
儀
者
急
度
吟
味
も
可
致
之

（１０５）
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所
、
不
束
之
次
第
相
見
候
間
、
己
来
相
心
得
可
申
候

未
五
月

竹
屋
町

役
人
共
江

太
郎
助
過
料
之
上
戸
〆
被
仰
付
候
、
然
と
も
当
主
ニ
無
之
間
、
戸
〆
ニ
ハ
不
被
仰
付
候
得
共
、
戸
〆
之
心
得
ニ
而
相
慎
可
罷
在

旨
可
申
聞
候

五
月
廿
九
日

御
白
砂
ニ
而
御
用
五
ッ
過

（
中
略
）

御
小
頭
様
御
申
渡
し
済

住
や

太
郎
助

の
村
や

源
左
衛
門

問
屋
二
人
古
川
や

木
や
万

安
久
や

伊
兵
衛

御
上
様
江
申
口
書
、
町
内
箱
ニ
委
細
有
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﹇
史
料
一
七
﹈
文
政
六
年
（
一
八
二
七
）
一
〇（

４０
）月

（
マ
マ
）

越
前
国
酒
井
郡
三
国
新
保

古
綿
屋
吉
右
衛
門
舩

四
人
乗

舸
子
太
右
衛
門
死

宿
古
川
屋
為
五
郎
方
ニ
而
、
委
細
書
付
町
内
箱
ニ
有

十
月
二
日

﹇
史
料
一
六
﹈
は
入
津
米
の
抜
け
買
い
で
竹
屋
町
の
町
人
（
商
人
）
が
処
罰
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
の
記
事
の
一
部
で
あ
る
。
こ

の
時
は
奉
行
所
へ
の
吟
味
口
書
な
ど
、
関
係
書
類
は
「
町
内
箱
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
注
意
し
た
い
の
は
関
係
者
と
し
て
名
前
を

連
ね
て
い
る
問
屋
「
古
川
や
」
と
「
木
や
万
」、「
安
久
や
伊
兵
衛
」
で
あ
る
。「
古
川
や
」
は
こ
の
後
の
﹇
史
料
一
七
﹈
の
舸
子
死

亡
事
件
の
時
の
船
宿
と
し
て
出
て
く
る
「
古
川
屋
為
五
郎
」
で
あ
り
、「
木
や
万
」
は
﹇
史
料
一
四
﹈
と
﹇
史
料
一
八
﹈
の
船
宿
「
木

屋
万
平
」
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
当
時
、
彼
ら
三
名
は
、
竹
屋
町
の
西
側
に
店
舗
を
持
ち
、
通
り
に
面
し
た
反
対
側
、
高
野
川
に
河

岸
を
も
っ
て
い
た
問
屋
商
人
で
あ
っ
た
。
特
に
古
川
屋
為
五
郎
は
、
若
狭
国
小
浜
藩
西
津
に
拠
点
を
も
つ
廻
船
問
屋
古
川
家
の
一
族

で
、
田
辺
竹
屋
町
西
側
に
進
出
し
て
き
た
問
屋
商
人
と
思
わ
れ（

４１
）る。

高
野
川
は
田
辺
城
の
外
堀
の
役
割
を
果
た
す
一
方
で
、
日
本
海

舟
運
に
関
わ
る
舟
が
直
接
入
津
で
き
る
湊
で
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
﹇
史
料
一
四
﹈
の
文
政
五
年
九
月
、
問
屋
木
屋
万
平
方
に
到
着
し
た
北
前
船
の
事
件
と
、﹇
史
料
一
七
﹈
の
文
政
六
年

（１０７）

地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



一
〇
月
に
問
屋
古
川
屋
為
五
郎
方
に
到
着
し
た
越
前
国
坂
井
郡
三
国
湊
新
保
の
北
前
船
に
死
人
が
出
た
事
件
に
つ
い
て
の
委
細
に
つ

い
て
、
年
寄
吉
左
衛
門
は
「
帳
箱
」「
町
内
箱
」
に
あ
る
と
記
す
。
こ
の
「
帳
箱
」「
町
内
箱
」
は
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。﹇
史
料

一
六
﹈
の
文
政
六
年
五
月
の
米
の
密
輸
入
（
抜
米
）
で
の
当
該
者
に
対
し
て
行
っ
た
吟
味
調
書
（
申
口
書
）
も
そ
の
写
が
「
町
内
箱
」

に
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
恐
ら
く
書
付
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
の
で
、「
帳
箱
」
は
決
し
て
帳
面
だ
け
を
入
れ
る
箱
で
は
な
く
「
町

箱
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
。

北
前
船
舸
子
の
死
亡
事
件
と
い
い
、
入
津
米
の
不
正
事
件
と
い
い
、
そ
の
背
後
に
は
日
本
海
を
往
来
す
る
西
廻
り
航
路
の
主
要
商

品
で
あ
っ
た
北
国
米
の
大
量
の
取
引
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
社
会
状
況
の
も
と
で
事
件
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
り
、
関
係
書
類
を
大

切
に
保
存
す
る
「
箱
」
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
船
簞
笥
が
「
町
箱
」
へ
転
用
さ
れ
る
必
然
性
が
存
在
し
て
い
た
。

実
は
、
舸
子
死
人
の
出
た
北
前
船
関
係
の
文
書
は
、
現
在
の
竹
屋
町
文
書
で
は
紙
縒
で
一
括
さ
れ
た
一
六
点
の
文
書
群
と
し
て
伝

存
し
て
い（

４２
）る。

そ
の
う
ち
﹇
史
料
一
七
﹈
の
「
委
細
書
付
」
は
四
点
の
文
書
が
伝
存
し
て
い
る
。﹇
史
料
一
四
﹈
の
文
書
は
遺
憾
な

が
ら
そ
の
一
括
文
書
群
や
そ
れ
以
外
に
も
伝
存
し
て
い
な
い
（
勿
論
﹇
史
料
一
五
﹈
関
係
の
文
書
も
そ
の
一
括
な
ど
に
は
な
い
）。

さ
ら
に
年
寄
吉
左
衛
門
勤
役
中
の
二
冊
目
の
御
用
留
か
ら
、
箱
の
記
載
が
あ
る
記
事
を
摘
出
す
る
と
以
下
の
通
り
に
な
る
。

﹇
史
料
一
八
﹈
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
七（

４３
）月

酉
七
月
一

加
州
石
川
本
吉

小
倉
屋
与
兵
衛
舩

五
人
乗
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舸
子
彦
五
郎
死

宿
紙
屋
為
五
郎
方
ニ
而

委
細
書
付
町
内
箱
ニ
有

﹇
史
料
一
九
﹈
文
政
八
年
九（

４４
）月

酉
九
月
十
六
日

一

越
前
福
井
様
御
領
分

三
国
湊
戸
野
口
屋
庄
三
郎
舩

忰
新
治
郎

水
死

宿
木
屋
万
平
方
ニ
而

委
細
書
付
町
内
箱
ニ
有

万
平
�
申
出
候
付
口
上
ニ
而
申
上
候
、
其
上
御
検
使
様
御
出
被
成
、
差
上
一
札
認
、
相
済

〆

﹇
史
料
二
〇
﹈
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
一
〇（

４５
）月

宿
木
屋万

平

一
越
前
三
国
湊
菅
野
屋
与
四
郎
舩

（１０９）

地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



舸
子
浅
右
衛
門
病
死

委
細
帳
箱
ニ
書
付
有

御
役
所
小
頭
方
江
同
道
ニ
而
御
礼
廻
り
済

戌
十
月
六
日

﹇
史
料
二
一
﹈
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
二（

４６
）月

二
月一森
屋
専
蔵
酒
造
株
譲
請

丹
後
国
中
郡
二
箇
村
利
兵
衛
株
以
願
書
願
候
ニ
付

高
弐
拾
九
石
代
銀
弐
貫
目

御
運
上
銀
四
匁
三
分
五
り
つ
ゝ
毎
年
久
美
浜
江
御
上
納
定

願
之
通
相
済
、
何
角
別
紙
帳
箱
有

﹇
史
料
一
八
﹈
〜
﹇
史
料
二
一
﹈
の
委
細
書
付
な
ど
は
全
て
「
町
内
箱
」「
帳
箱
」
に
入
っ
て
い
る
と
記
載
が
あ
る
。
現
況
を
検
討

す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

﹇
史
料
一
八
﹈﹇
史
料
一
九
﹈
の
委
細
書
付
は
先
ほ
ど
指
摘
し
た
紙
縒
で
一
括
さ
れ
た
舸
子
死
亡
事
件
の
文
書
束
一
六
点
＋
二
点
の

う
ち
に
現
存
す
る
（
町
行
政
１２０
〜
１２２
、
同
１２３
〜
１２６
）。﹇
史
料
二
一
﹈
の
「
別
紙
」
も
現
存
す
る
（
町
行
政
９１－

１
・
２
、
９５
、
１０７
）。
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し
か
し
、﹇
史
料
二
〇
﹈の
委
細
を
記
し
た
書
付
は
伝
存
し
な
い
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
委
細
書
付
な
ど
（
町
方
文
書
）
は

い
っ
た
ん
文
化
三
年
成
立
の
町
箱
に
納
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
何
ら
か
の
事
情
で
、
現
存
し
て
い
る

文
書
も
あ
れ
ば
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
文
書
も
あ
る
と
い
う
こ
と

が
判
明
す
る
。
察
す
る
に
、
北
前
船
の
乗
組
員
死
亡
事
件
や
米

の
移
出
入
に
関
わ
る
事
件
の
記
録
は
、
常
に
現
用
文
書
と
し
て

参
照
さ
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
た
め
、
町
箱
に
納
め
ら
れ
た

と
し
て
も
頻
繁
に
出
し
入
れ
さ
れ
、
安
定
し
て
そ
こ
に
あ
っ
た

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
し
て
さ
ら
に
町
箱
に
は
入
り
き
れ
な
い
ほ
ど
の
多
く
の
文
書

が
作
成
さ
れ
て
い
た
。

第
三
節

帳
箱
文
書
の
伝
存
状
況

文
化
三
年
の
町
箱
に
は
現
在
は
文
書
は
も
ち
ろ
ん
入
っ
て
い

な
い
。
町
箱
の
扉
裏
と
扉
を
開
い
て
現
わ
れ
る
四
段
の
抽
出
に

は
そ
れ
ぞ
れ
貼
紙
が
あ
り
墨
書
が
あ
る
（
上
欄
写
真
）。

文化３年の町箱（撮影は廣瀬邦彦氏）

（１１１）

地
方
城
下
町
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―
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下
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四
段
の
抽
出
貼
紙
を
提
示
す
る
と
（
一
）「
預
ヶ
口
控

請
払
帳
」（
二
）「
割
帳
入
」（
三
右
）「
用
書
入
」（
三
左
）「
白
紙
」（
四

右
）「
坂
迎
目
録

御
用
書
」（
四
左
）「
銀
札
入
」
で
あ（

４７
）る。

ま
た
、
扉
裏
貼
紙
は
一
部
か
、
半
分
以
上
が
欠
損
状
態
で
、
か
つ
剥
離
し
か
け
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
そ
の
時
に
収（

４８
）納さ

れ
た
か

と
思
わ
れ
る
文
書
目
録
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
目
録
と
現
在
の
伝
存
状
況
を
比
較
検
討
す
る
と
表
４
に
示
す
と
お
り
で
あ

る
。
目
録
作
成
時
に
は
あ
っ
た
筈
の
文
書
（
冊
子
）
は
お
よ
そ
半
数
が
確
認
で
き
な
い
。

文
政
四
年（
一
八
二
一
）の「
稲
荷
普
請
帳
」を
除
い
て
考
え
る
と
、
こ
の
目
録
は
天
保
期
か
ら
弘
化
期（
一
八
三
〇
〜
一
八
四
八
）

に
作
成
さ
れ
、
本
町
箱
に
は
こ
れ
ら
の
文
書
が
保
存
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
祭
礼
記
録
「
秋
香

齢（
４９
）台」

の
中
に
「
町
内
記
録
箱
」
と
あ
る
の
は
こ
の
箱
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
抽
出
の
貼
紙
と
扉
裏
側
の
そ
れ
が
同
じ
年
代
と
い
う

確
証
は
な
い
が
、
も
し
同
じ
時
期
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ
の
時
の
町
箱
に
は
冊
子
を
中
心
に
収
納
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に

し
て
も
、
幕
末
期
に
は
あ
っ
た
文
書
が
現
在
で
は
紛
失
し
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
は
残
念
で
あ
る
。

こ
こ
で
新
た
な
問
題
が
生
じ
る
。
文
政
期
の
御
用
留
に
は
「
箱
」
に
委
細
書
付
な
ど
も
納
め
た
と
記
録
さ
れ
て
い
た
が
、
扉
裏
貼

紙
の
目
録
に
は
当
該
表
題
を
思
わ
せ
る
一
紙
文
書
類
の
項
目
は
な
い
。
ま
た
代
々
の
年
寄
役
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
筈
の
御
用
留

（
年
寄
に
よ
っ
て
表
題
が
異
な
る
こ
と
は
指
摘
済
み
）
も
そ
の
項
目
が
な
い
。
こ
れ
ら
は
一
体
ど
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
か
。

一
八
七
三
年
（
神
武
紀
元
二
五
三
三
、
明
治
六
）
の
文
書
簞
笥
が
現
在
集
会
所
の
押
入
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
簞
笥
は
文
化
三

年
（
一
八
〇
六
）
の
帳
箱
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
。
町
方
文
書
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、
こ
の
文
書
簞
笥
を
竹
屋
町
で
新
調
し
た

の
で
あ
る
。
当
時
の
竹
屋
町
の
戸
長
上
野
太
郎
左
衛
門
（
文
化
三
年
の
年
寄
木
屋
太
郎
左
衛
門
の
子
孫
で
あ
ろ
う
）
ほ
か
三
人
の
首

辨
（
近
世
な
ら
ば
組
頭
に
相
当
か
）
の
墨
書
署
名
が
あ
る
。
こ
の
箱
に
は
年
号
の
記
入
さ
れ
た
貼
紙
が
八
つ
の
抽
出
に
貼
付
さ
れ
て
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表４ 幕末期の町箱文書の伝存状況

町箱扉裏張紙墨書にみる文書名 現存状況 『竹屋町文書目録』

［ ］太鼓［ ］八本記録

天保十三壬寅年 稲荷石垣寄進記録 二冊

［天保］十三壬寅年［ ］田鶴講 一冊

［弘］化二乙巳年 日光御社参御祝記録

天保五甲
（ママ）

子年俄祭礼記録

［ ］丑九月一冊
［ ］買物帳一冊
［ ］書上帳一冊
［ ］祭礼辰年九月一冊
（天保）

［ ］九戊戌年 巡見割帳 一冊
□保十一庚子年 □城守様御奏者御役所祝儀
□保十一庚子年 朝代社寄進割帳 一冊
□保十四癸卯年 ［ ］割帳一冊

天保十四癸卯年 両季割物［ ］
同十五甲辰 両季割物帳［ ］
弘化二乙巳年 両季割物［ ］
同三丙午年 盆割物帳
年�酒迎帳面 ［ ］冊
文政四辛巳年 稲荷普請帳
天保十四癸卯年 同鳥居石垣［ ］
天保十四癸卯年 太鼓番入用
天保十四癸卯年 水戸普請
町内貸附帳
水場焼出し帳

△

◎

×

◎

？
？
×
？
◎
◎
×
？

×
×
×
×
○
◎
◎
◎
×
×
×

「太鞁番諸事記録」など 祭礼２９―２
２F―１：９４、１７２―２

祭礼４５、６５

―

儀礼１４

祭礼２５

祭礼２０：祭礼諸記（天保１２．９）
祭礼３２：御祭礼当座限銀買物帳
―
祭礼７：御祭礼書記（文政３．９）
町入用３１
儀礼１３
―
年貢３０：日光御用金見附割
町入用３６：御祝割帳 竹屋町

祭礼：寛政～嘉永年間で２６冊
祭礼４３～６８
祭礼５６
２F―１：６０

備考；現存状況 ◎全て ○ほぼ全て △一部 ？要検討 ×残存せず
『竹屋町文書目録』には該当する目録番号や推定される該当文書名を記す。

（１１３）

地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



い（
５０
）た。

年
号
ご
と
に
古
文
書
が
町
人
の
手
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
た
痕
跡
が
明
瞭
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
後
半
に
衣
装
缶
に
移
さ

れ
る
ま
で
、
こ
れ
ら
の
抽
出
に
は
古
文
書
が
納
入
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在
刊
行
し
た
目
録
に
は
、
人
の
移
動
に
関
す
る
証

文
類
（
人
別
送
り
状
な
ど
）
だ
け
で
四
〇
〇
点
以
上
あ
る
。
こ
れ
ら
が
一
八
世
紀
末
以
降
増
加
し
た
一
紙
文
書
（
表
１
参
照
）
の
大

半
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
一
紙
文
書
は
、
文
化
年
間
に
も
、
弘
化
年
間
に
も
相
当
量
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

推
測
の
域
に
入
る
が
、
文
化
三
年
に
成
立
し
た
町
箱
に
は
、
委
細
書
付
な
ど
や
人
別
の
移
動
に
関
す
る
証
文
類
が
最
初
は
入
っ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
遅
く
と
も
弘
化
年
間
に
は
新
に
再
整
理
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
仕
分
け
直
し
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
痕
跡
が
町
箱
の
貼
紙
で
あ
る
。
大
量
の
一
紙
文
書
は
別
の
容
器
に
納
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
記
録
も
そ
の
容
器

も
ま
だ
未
発
見
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
し
、
若
干
の
課
題
を
記
し
て
お
く
。

一
八
世
紀
後
半
以
降
の
社
会
変
動
が
マ
チ
会
所
設
立
後
の
町
年
寄
の
業
務
を
多
忙
な
も
の
と
す
る
な
か
で
都
市
運
営
、
町
運
営
が

展
開
す
る
。
御
用
留
の
作
成
は
次
第
に
記
述
を
多
く
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
町
方
に
残
す
べ
き
文
書
が
発
生
し
、
御
用
留
か
ら
分
離
し
て

い
く
。
最
初
は
要
点
の
み
で
あ
っ
た
も
の
が
、
書
付
が
写
し
取
ら
れ
た
り
、
下
意
上
達
文
書
の
控
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
上
意

下
達
文
書
が
公
儀
触
書
の
周
知
徹
底
を
図
る
過
程
で
写
し
取
れ
ら
る
こ
と
と
も
な
る
。
一
方
、
城
下
経
済
の
活
発
化
は
そ
れ
以
前
に

も
ま
し
て
周
辺
地
域
や
京
都
と
の
物
資
の
取
引
や
人
の
往
来
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
交
易
や
取
引
上
の
諸
事
件
も
増
大
し
、
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御
用
留
に
は
記
載
し
き
れ
な
い
文
書
、
と
り
わ
け
証
文
類
が
年
寄
役
の
周
辺
で
増
加
す
る
。
町
方
と
町
人
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の

は
家
屋
敷
を
管
理
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
家
屋
敷
を
抵
当＝

資
金
と
し
た
取
引
の
活
発
化
を
支
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
が
破
綻
し
た
と
き
、
売
買
が
起
こ
り
、
ま
た
新
た
な
町
人
の
到
来
も
も
た
ら
す
。
年
寄
を
は
じ
め
町
役
人
の
関
わ
る
文
書
量
は

増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
御
用
留
か
ら
重
要
な
記
録
が
別
文
書
と
し
て
分
化
し
て
い
く
。
祭
礼
の
記
録
、
坂
迎
え
の
記
録
（
通
過
儀
礼
と
し
て
の

伊
勢
、
金
毘
羅
、
秋
葉
参
詣
か
ら
の
帰
参
者
へ
の
祝
）、
家
屋
敷
売
買
の
記
録
や
町
入
用
の
負
担
に
関
す
る
帳
簿
な
ど
で
あ
る
。
御

触
留
が
単
独
の
冊
子
と
な
る
の
は
天
保
期
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
が
御
用
留
以
外
の
文
書
を
保
管
す
る
容
器
を
必
要
と
し
、
町

箱
が
成
立
す
る
。
そ
れ
で
も
増
大
す
る
文
書
量
に
、
お
そ
ら
く
最
初
の
町
箱
で
は
容
量
不
足
と
な
り
、
新
し
い
容
器
が
準
備
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
町
行
政
の
展
開
は
多
く
の
文
書
と
そ
れ
を
保
管
す
る
容
器
を
必
要
と
し
た
。

す
で
に
紙
数
を
超
え
て
い
る
が
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。

北
前
船
の
盛
行
を
具
体
的
に
示
す
一
八
世
紀
後
半
に
増
加
す
る
他
国
米
の
移
出
入
に
関
す
る
具
体
的
な
数
量
の
把
握
、
さ
ら
に
は

土
地
台
帳
の
分
析
に
よ
る
家
屋
敷
の
質
入
、
売
買
の
状
況
か
ら
竹
屋
町
の
町
人
層
の
変
化
を
探
る
こ
と
な
ど
、
一
八
世
紀
後
半
に
起

こ
っ
た
社
会
変
動
の
総
体
的
解
明
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
上
で
年
寄
市
左
衛
門
に
よ
っ
て
作
成
が
始
め
ら
れ
た
御
用
留
か
ら
、
多
く

の
町
方
文
書
が
分
化
し
て
い
く
過
程
を
詳
細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
後
日
の
課
題
で
あ
る
。

最
後
に
下
記
の
点
を
付
け
加
え
て
結
び
と
し
た
い
。

田
辺
町
方
で
は
、
駿
府
町
方
文
書
（
惣
町
レ
ベ
ル
）
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
現
用←

→

半
現
用←

→

非
現
用
と
い
う
文
書
の
管
理
シ

ス
テ（

５１
）ムが
意
識
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
ま
だ
未
検
討
で
あ
る
。
ま
た
冨
善
一
敏
が
信
州
乙
事
村
で
検
出
し
た
よ
う
な
一
片
の
文
書
も

（１１５）

地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



宝
と
思（

５２
）う地

域
社
会
の
通
念
が
存
在
し
て
い
た
か
否
か
も
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
だ
が
竹
屋
町
に
お
け
る
下
記
の
事
実
を
指

摘
し
て
お
く
。

近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
竹
屋
町
の
文
書
は
作
成
さ
れ
、
そ
の
多
く
は
集
会
所
の
押
し
入
れ
や
倉
庫
に
伝
存
し
て
い
た
。
一
九
七
三

年
（
昭
和
四
八
）
に
は
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
の
「
家
敷
地
奥
印
簿
」
を
修
復
し
て
い
る
。
近
代
に
な
っ
て
新
た
に
作
成
さ
れ

た
土
地
台
帳
で
あ
る
。
竹
屋
町
の
人
達
が
そ
の
土
地
台
帳
を
大
切
な
も
の
と
認
識
し
て
い
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。
一
九
七
五
年
（
昭
和

五
〇
）
に
も
近
代
初
期
の
古
文
書
が
修
復
さ
れ
て
い
る
（
保
存
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
マ
ジ
ッ
ク
イ
ン
キ
書
）。

こ
の
よ
う
に
地
域
に
伝
存
す
る
文
書
が
大
切
な
も
の
と
竹
屋
町
の
人
々
が
意
識
す
る
の
は
、
近
世
後
期
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
町

運
営
の
基
盤
が
あ
る
。
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
の
自
律
的
な
新
規
土
地
台
帳
作
成
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
営
資
金
の
基
盤
と
な

る
信
用
の
付
与
に
、
町
の
家
屋
敷
管
理
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
い
わ
ば
町
人＝

商
人
の
存
立
基
盤
は
町
に
あ
っ
た
。
そ
の
町
の
運

営
に
関
わ
る
町
役
人
層
と
彼
ら
が
管
理
す
る
多
く
文
書
も
大
切
な
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
伝
統

が
現
在
ま
で
生
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

象
徴
的
な
文
書
は
、
文
化
三
年
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
成
立
し
近
代
初
期
に
至
る
ま
で
多
く
の
書
き
込
み
が
あ
る
竹
屋
町
東
西
両
側

「〔
家
別
間
数
并
質
入
売
買
奥
印
記
〕（
原
題
は
な
し
）」
で
あ
る
（
土
地
２
、
３
）。
二
つ
の
冊
子
に
は
水
濡
れ
し
た
痕
跡
が
あ
り
、

墨
が
流
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
他
の
竹
屋
町
文
書
に
は
こ
の
よ
う
な
水
に
漬
か
っ
た
痕
跡
の
有
る
文
書
は
な
い
。
明
ら
か
に
火
難

を
さ
け
る
対
応
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
絶
対
に
紛
失
し
て
は
な
ら
な
い
現
用
の
土
地
台
帳
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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﹇
付
記
﹈

本
稿
は
二
〇
一
三
年
三
月
二
日
に
行
わ
れ
た
菅
原
の
退
職
記
念
講
義
「
地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
文
書
は
何
故

残
っ
た
か
、
残
る
の
か
―
」
の
一
部
を
、
補
足
修
正
し
て
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
の
拙
い
講
義
を
聴
い
て
下
さ
っ
た
方
々

に
文
章
化
が
遅
れ
た
こ
と
を
お
わ
び
し
た
い
。

本
稿
の
作
成
に
関
し
て
は
二
〇
〇
一
年
以
来
の
京
都
府
舞
鶴
市
で
の
文
書
調
査
を
支
援
、
共
働
し
て
下
さ
っ
た
方
々
を
忘
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
平
野
屋
自
治
会
、
竹
屋
自
治
会
、
元
竹
栄
公
社
、
舞
鶴
地
方
史
研
究
会
、
舞
鶴
市
教
育
委
員
会
、
千
葉
大
学
文
学

部
史
学
科
・
同
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
の
院
生
・
学
生
、
ま
た
修
了
生
・
卒
業
生
の
方
々
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
特
に

平
野
屋
自
治
会
の
元
古
文
書
担
当
の
松
田
正
之
助
氏
、
竹
屋
自
治
会
元
会
長
の
仲
川
善
通
氏
に
は
調
査
お
よ
び
目
録
刊
行
に
関
し
て

大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
た
が
、
お
二
人
と
も
二
〇
一
四
年
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
祈
り
上
げ
る
。

﹇
付
記
二
﹈

二
〇
一
五
年
度
末
に
、
文
化
三
年
の
町
箱
、
一
八
七
三
年
の
文
書
簞
笥
な
ど
も
舞
鶴
市
の
指
定
文
化
財
と
な
っ
た
。

注（
１
）
「
日
本
近
世
都
市
会
所
論
の
試
み
」、
朝
尾
直
弘
教
授
退
官
記
念
会
論
集
『
日
本
社
会
の
史
的
構
造
近
世
・
近
代
』
思
文
閣
出
版
、
一

九
九
五
年
四
月
、
所
収
。

（
２
）
菅
原
編
『
丹
後
国
田
辺
城
下
平
野
屋
町
文
書
目
録
（
京
都
府
舞
鶴
市
字
平
野
屋
）』
千
葉
大
学
文
学
部
史
学
科
菅
原
研
究
室
、
二
〇

〇
五
年
三
月
。
以
下
『
平
野
屋
目
録
』
と
略
記
す
る
。

（１１７）

地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
―
―

丹
後
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田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



（
３
）
菅
原
編
『
丹
後
国
田
辺
城
下
竹
屋
町
文
書
目
録
（
京
都
府
舞
鶴
市
字
竹
屋
）』
千
葉
大
学
文
学
部
史
学
科
菅
原
研
究
室
、
二
〇
一
一

年
三
月
。
以
下
『
竹
屋
目
録
』
と
略
記
す
る
。

（
４
）
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の
社
会
集
団
―
由
緒
と
言
説
』
山
川
出
版
社
、
一
九
五
五
年
。

（
５
）
拙
稿
「
地
方
城
下
町
に
お
け
る
歩
一
銀
の
成
立
―
竹
屋
町
文
書
を
素
材
に
―
」（
菅
原
憲
二
先
生
退
職
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
『
菅

原
憲
二
先
生
退
職
記
念
文
集
』
二
〇
一
三
年
三
月
）
で
そ
の
一
端
を
指
摘
し
た
。

（
６
）
前
掲
『
平
野
屋
目
録
』
番
号
７－

７
〜
９
。

（
７
）
朝
尾
直
弘
「
朝
河
貫
一
と
下
京
文
書
」『
日
本
史
研
究
』
二
四
一
、
一
九
八
二
年
。

（
８
）
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
。
朝
尾
直
弘
「
解
説
」、
京
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
集
成
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年

一
〇
月
。

（
９
）
中
津
で
は
中
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
「
惣
町
大
帳
」「
市
令
録
」
が
、
松
山
で
は
愛
媛
県
立
図
書
館
に
「
諸
事
頭
書
之
控
」
な
ど

が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
１０
）
こ
れ
ら
の
古
文
書
群
の
目
録
は
、
既
に
両
自
治
会
、
舞
鶴
地
方
史
研
究
会
の
協
力
を
得
て
刊
行
を
済
ま
せ
て
い
る
。
前
掲
『
平
野
屋

目
録
』『
竹
屋
目
録
』。

（
１１
）
前
掲
『
竹
屋
目
録
』
参
照
。

（
１２
）
拙
稿
「
近
世
田
辺
城
下
に
お
け
る
町
人
に
よ
る
都
市
運
営
―
惣
年
寄
と
月
行
司
」、
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
『
人

文
社
会
科
学
研
究
』
第
一
六
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
。

（
１３
）
『
平
野
屋
目
録
』
１－

６－

４
、「
祭
礼
入
用
之
割
」
に
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
九
月
「
月
番
」
と
あ
る
の
が
月
行
司
で
あ
る
と
判

断
す
る
。

（
１４
）
近
世
の
田
辺
で
は
恒
常
的
に
町
方
が
藩
側
か
ら
米
を
拝
借
す
る
。
そ
れ
は
飯
米
の
端
境
期
に
行
わ
れ
低
利
で
短
期
に
返
済
さ
れ
る
通

例
で
あ
る
。
藩
の
城
下
町
維
持
政
策
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。
後
掲
の
御
用
留
類
に
は
こ
の
記
録
が
多
く
、
全
て
抹
消
さ
れ
て
い
る
。

（
１５
）
近
世
後
期
で
は
「
魚
地
売
札
」
と
呼
ば
れ
る
魚
小
売
営
業
鑑
札
と
推
測
す
る
。
こ
の
記
事
も
後
掲
御
用
留
に
は
毎
年
暮
れ
か
ら
年
頭
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に
か
け
て
記
載
が
あ
る
。

（
１６
）
後
掲
御
用
留
に
は
、
こ
の
京
通
い
中
間
と
京
宿
の
紛
議
に
関
わ
る
記
事
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
１７
）
前
掲
注
（
１２
）
拙
稿
参
照
。

（
１８
）
竹
屋
町
南
端
西
側
に
あ
る
高
野
川
に
か
か
る
橋
。
本
町
通
か
ら
宮
津
へ
向
か
う
道
筋
に
あ
り
、
田
辺
で
は
最
も
重
要
な
橋
で
あ
る
。

（
１９
）
『
竹
屋
目
録
』
所
収
史
料
集
番
号
一
（
以
下
、「
竹
屋
史
料
集
」
一
と
略
記
す
る
）。

（
２０
）
同
前
。

（
２１
）
同
前
。
こ
れ
に
関
し
て
は
『
旧
田
辺
城
下
町
方
文
書
調
査
報
告
―
竹
屋
町
文
書
調
査
の
記
録
№
４
』（
千
葉
大
学
文
学
部
史
学
科
菅

原
研
究
室
、
二
〇
〇
九
年
五
月
）
史
料
集
解
説
の
中
で
「
竹
屋
町
大
和
屋
太
兵
衛
と
新
町
道
具
屋
庄
右
衛
門
の
出
入
に
つ
い
て
」
で
問
題

の
所
在
を
述
べ
た
。

（
２２
）
関
連
文
書
は
前
掲
注
（
１９
）「
竹
屋
史
料
集
」
二
〜
五
に
掲
載
し
た
。

（
２３
）
『
竹
屋
目
録
』
町
行
政
２
。
以
下
竹
屋
町
文
書
の
場
合
は
『
竹
屋
目
録
』
を
省
略
す
る
。

（
２４
）
同
様
の
記
載
は
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
八
月
の
巡
検
使
到
来
の
の
と
き
に
も
あ
る
。
町
行
政
５
。

（
２５
）
町
行
政
２７－

１
。

（
２６
）
町
行
政
３
。

（
２７
）
町
行
政
４
。

（
２８
）
町
行
政
６
。

（
２９
）（
３０
）
町
行
政
４
。

（
３１
）
た
だ
し
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
の
京
都
町
奉
行
所
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
は
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
か
ら
と
返
答
し

て
い
る
。『
京
都
町
触
集
成
』
第
一
巻
一
六
八
一
・
一
六
八
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
。

（
３２
）
前
掲
注
（
１２
）
拙
稿
参
照
。

（
３３
）
書
付
の
総
数
が
一
致
し
な
い
の
は
一
枚
の
書
付
に
公
儀
触
と
藩
か
ら
の
触
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

（１１９）

地
方
城
下
町
に
お
け
る
町
方
文
書
の
成
立
―
―
―

丹
後
国
田
辺
城
下
町
を
素
材
と
し
て
―
―
―



（
３４
）
前
掲
注
（
５
）
拙
稿
参
照
。

（
３５
）
「
船
簞
笥
か
ら
町
箱
へ
」『
旧
田
辺
城
下
町
方
文
書
調
査
報
告
―
竹
屋
町
文
書
調
査
の
記
録
№
１０
』（
菅
原
憲
二
、
二
〇
一
五
年
七
月
、

所
収
）
で
そ
の
概
略
を
述
べ
た
。

（
３６
）
「
家
別
間
数
并
質
入
売
買
奥
印
記
」（
土
地
１
）。
同
史
料
は
『
旧
田
辺
城
下
町
方
文
書
調
査
報
告
―
竹
屋
町
文
書
調
査
の
記
録
№
２
』

（
千
葉
大
学
文
学
部
史
学
科
菅
原
研
究
室
、
二
〇
〇
七
年
六
月
）
に
一
部
を
翻
刻
掲
載
し
て
い
る
。

（
３７
）
町
行
政
１４
。

（
３８
）
町
行
政
５
。

（
３９
）（
４０
）
町
行
政
１４
。

（
４１
）
拙
稿
「
近
世
後
期
北
前
船
に
お
け
る
舸
子
死
亡
事
件
を
め
ぐ
っ
て
―
北
前
船
と
丹
後
田
辺
竹
屋
町
（
一
）
―
」、『
舞
鶴
地
方
史
研
究
』

第
四
二
号
、
二
〇
一
一
年
四
月
。

（
４２
）
町
行
政
１１７
〜
１３２
。
目
録
の
点
検
に
よ
っ
て
同
１１５
〜
１１６
も
本
来
そ
の
一
括
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
４３
）〜（
４６
）
町
行
政
１５
。

（
４７
）
漢
数
字
は
抽
出
の
上
か
ら
の
順
。
三
四
は
二
列
に
な
っ
て
い
る
の
で
左
右
で
示
し
た
。

（
４８
）
前
掲
注
（
３５
）
参
照
。

（
４９
）
祭
礼
宗
教
１５
。

（
５０
）
文
書
簞
笥
の
写
真
は
前
掲
注
（
３
）『
竹
屋
目
録
』
の
口
絵
に
掲
載
し
て
い
る
。

（
５１
）
青
木
祐
一
「
近
世
都
市
に
お
け
る
文
書
管
理
―
「
駿
府
町
会
所
文
書
」
を
中
心
に
―
」、『
千
葉
史
学
』
三
九
号
、
二
〇
〇
一
年
一
一

月
。

（
５２
）
冨
善
一
敏
『
近
世
中
後
期
の
地
域
社
会
と
村
政
』、
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
、
一
九
九
六
年
。

千
葉
大
学

人
文
研
究

第
四
十
五
号

（１２０）


